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   第２章 開発行為の許可 

 

  第１節 開発行為の許可 

 

法律 

（開発行為の許可） 

第29条 都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は、あらかじめ、

国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事（地方自治法（昭和22年法律第67号）第252

条の19第１項の指定都市又は法第252条の22第１項の中核市（以下「指定都市等」という。）の区

域内にあつては、当該指定都市等の長。以下この節において同じ。）の許可を受けなければなら

ない。ただし、次に掲げる開発行為については、この限りではない。 

 (1)～(11) 略 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると

見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲

げる開発行為については、この限りでない。 

 (1)～(2)  略 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都

市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合における第１項第１号

及び前項の規定の適用については、政令で定める。 

省令 

（開発行為又は建築に関する証明書等の交付） 

第60条  建築基準法（昭和25年法律第201号）第６条第１項（同法第88条第１項又は第２項におい

て準用する場合を含む。）又は第６条の２第１項（同法第88条第１項又は第２項において準用す

る場合を含む。）の規定による確認済証の交付を受けようとする者は、その計画が法第29条第１

項若しくは第２項、第35条の２第１項、第41条第２項、第42条、第43条第１項又は第53条第１項

の規定に適合していることを証する書面の交付を都道府県知事（指定都市等における場合にあつ

ては当該指定都市等の長とし、指定都市等以外の市における場合（法第53条第１項の規定に適合

していることを証する書面の交付を求める場合に限る。）にあつては当該市の長とし、法第29条

第１項若しくは第２項、第35条の２第１項、第41条第２項、第42条又は第43条第１項の事務が地

方自治法（昭和22年法律第67号）第252条の17の２第１項の規定により市町村が処理することと

されている場合又は法第86条の規定により港務局の長に委任されている場合にあつては当該市町

村の長又は港湾局の長とする。）に求めることができる。 

 

  法第29条の趣旨は、開発行為をしようとする者は、あらかじめ、許可権者の許可を受けなけれ

ばならないことを定めたものです。 

(1) 都市計画区域内及び準都市計画区域内において開発行為をしようとする者は法第29条第１項

に定めるところにより、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において開発行為をしよ

うとする者は法第29条第２項に定めるところにより、あらかじめ、許可権者の許可を受けなけ
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ればなりません。 

 (2) 市街化区域若しくは市街化調整区域又は準都市計画区域の設定の際、これらの区域内におい

て現に行われている開発行為（物理的に工事の着手がなされている場合）については、本条の

許可を受けることを要しませんが、市街化調整区域内においては、当該開発区域に含まれる土

地に建築物を建築する場合は、別途法第43条の規定による建築行為等の規制が及ぶこととなり

ます。 

(3) 本条の許可は開発行為についての許可ですから、建築基準法の確認を要する事項については

別途建築基準法による手続きを要しますが、当該申請にはその計画の都市計画法への適合を証

する書面を添付することなり、これに対応して規則第60条の規定により適合していることを証

する書面（いわゆる「60条証明書」）の交付を受けることができることとされています。 

(4) 法第79条の規定により本法の規定による許可、承認等には都市計画上必要な条件を付すこと

ができるとされ、本条の許可に工事施行中の防災措置、開発行為の適正な執行を確保するため

必要な事項並びに当該開発行為を廃止する際に必要な公共施設の機能回復、災害防止のための

必要な事項等を具体的に条件として付すこととしています。 

(5) 本条の許可は、一般的な禁止を特定の場合を解除するものであり、排他的に新たな権利を設

定するわけではないので、同一区域内での開発行為について重複して許可を出すことも可能で

すが、実際に開発行為を行い得るかは土地所有者等との関係で定まることとなります。また、

開発行為に伴い必要となる個別法の手続についても当然別途必要となります。 
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  第２節 都市計画区域又は準都市計画区域内の開発行為 

 

  法第29条第１項では、都市計画区域又は準都市計画区域内において開発行為を行おうとする者

は、あらかじめ許可権者の許可を受けなければなりませんが、法第29条第１項ただし書の規定に

より、次に掲げる開発行為については、例外的に許可を要しません。 

 

１ 市街化区域、非線引都市計画区域又は準都市計画区域内における小規模開発行為 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(1) 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において行う

開発行為で、その規模が、それぞれの区域の区分に応じて政令で定める規模未満であるもの 

政令 

 （許可を要しない開発行為の規模） 

第19条 法第29条第１項第１号の政令で定める規模は、次の表の第１欄に掲げる区域ごとに、それ

ぞれ同表の第２欄に掲げる規模とする。ただし、同表第３欄に掲げる場合には、都道府県（指定都

市等（法第29条第１項に規定する指定都市等をいう。以下同じ。）又は事務処理市町村（法第33条

第６項に規定する事務処理市町村をいう。以下同じ。）の区域内にあつては、当該指定都市等又は

事務処理市町村。第22条の３、第23条の３、第31条及び第36条において同じ。）は、条例で、区域

を限り、同表第４欄に掲げる範囲内で、その規模を別に定めることができる。 

第１欄 第２欄 第３欄 第４欄 

市街化区域 1,000㎡ 
市街化の状況により、無秩序な市街化を防止

するため特に必要があると認められる場合 

300㎡以上 

1,000㎡未満 

区域区分が定められていない

都市計画及び準都市計画区域 
3,000㎡ 

市街化の状況等により特に必要があると認め

られる場合 

300㎡以上 

3,000㎡未満 
 

 

  本号は、市街化区域内、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で行

われる小規模な開発行為を適用除外としたものです。 

  具体的には都市計画法施行令（昭和44年政令第158号。以下「令」という。）第19条で、市街化

区域内においては1,000㎡未満の開発行為を、区域区分が定められていない都市計画区域又は準

都市計画区域内においては3,000㎡未満の開発行為を、適用除外としています。 

  なお、全体として一団の土地を、複数に分けて、単体としては規模要件から適用除外となる開

発行為を行う場合であっても、当該複数の開発行為が土地利用上も、時間的にも同一性があると

認められるときは、一体の開発行為として許可を要することとなります。 

  また、1,000㎡以上の土地であっても、前述のように、「土地の区画形質の変更」にあたらない

場合には、許可の必要がありません。この場合、建築確認の際に都市計画法施行規則第60条の規

定に適合していることを証する書面（いわゆる『60条証明書』）が必要になり、証明書の取得に

は以下の書類を添付して申請が必要になります。 

 ［添付書類］ 

 ア 土地登記簿謄本 

  イ 公図の写し 
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  ウ 土地利用計画図、配置図、平面図、立面図、求積図 

  エ 現況地盤と計画地盤を明記した断面図（１ｍ以上の切土又は盛土が発生しないことが分か

もの） 

  オ 建築物が建築されていたことが分かる建築謄本や航空写真等（地目が宅地でない場合） 

  カ 建築計画概要書 

  キ 案内図 

 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都

市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合は、同条第３項に規定

されています。 

 

２ 市街化調整区域、非線引都市計画区域又は準都市計画区域内における農林水産業用施設のため

の開発行為 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(2) 市街化調整区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内において

行う開発行為で、農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務

を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うもの 

政令 

（法第29条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物） 

第20条 法第29条第１項第２号及び第２項第１号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとす

る。 

(1) 畜舎、蚕室、温室、育種苗施設、家畜人工授精施設、孵
ふ

卵育雛
すう

施設、搾
さく

乳施設、集乳施設そ

の他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する建築物 

(2) 堆肥舎
たい

、サイロ、種苗貯蔵施設、農機具等収納施設その他これらに類する農業、林業又は漁

業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供する建築物 

(3) 家畜診療の用に供する建築物 

(4) 用排水機、取水施設等農用地の保全若しくは利用上必要な施設の管理の用に供する建築物又

は索道の用に供する建築物 

(5) 前各号に掲げるもののほか、建築面積が90平方メートル以内の建築物 

運用指針 

Ⅰ－２－２ 第１項第２号関係 

 (1) 令第20条の運用については、次に定めるところを基準とすることが望ましい。 

①  第１号の「その他これらに類する農産物、林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供す

る建築物」には、農作業舎、魚類蓄養施設、米麦乾燥調製施設、たばこ乾燥施設、のり・

わかめ乾燥施設、野菜集荷施設、果実集荷施設、漁獲物水揚荷さばき施設の用に供する建

築物等が該当する。 
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② 第２号の「その他これらに類する農業、林業又は漁業の生産資材の貯蔵又は保管の用に供

する建築物」には、物置、漁船漁具保全施設、養殖用飼料等保管施設、漁船用補給施設の用

に供する建築物等が該当する。 

③ 第５号には、第１号から第４号までに掲げるものに該当しないもので、農業、林業又は漁

業の用に供する建築面積90㎡以内の建築物が該当するが、農業、林業又は漁業の範囲につい

ては、それぞれ、日本標準産業分類Ａ－農業、Ｂ－林業、狩猟業、Ｃ－漁業、水産養殖業の

範囲を基準とすること。季節的なものであっても該当するものとするが、家庭菜園等生業と

して行うものではないと認められるものは該当しない。 

(2) 「農業、林業又は漁業を営む者」とは、(1)③の基準により農業、林業又は漁業の範囲に属

すると認められる業務に従事する者をいうものとし、この場合において、次に従い判断するこ

とが望ましい。 

 ① 被傭者を含む。 

 ② 兼業者を含む。 

 ③ 臨時的と認められる者は含まない。 

 ④ 当該市街化調整区域において、これらの業務に従事する者であることを要する。 

 ⑤ 世帯員のうち一人以上の者がこれらの業務に従事するものであれば足りる。 

 

 本号は、市街化調整区域内、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域内で

農林漁業に従事する者が、当該区域内で行う業務や居住の建築物の建築の用に供する目的で行う

開発行為を適用除外としたものです。（市街化区域で行う当該開発行為は許可不要となりませ

ん。）   

「農林漁業」とは、日本標準産業分類の大分類Ａ農業、林業及びＢ漁業の範囲に含まれるものを

いいます。なお、季節的なものでも該当しますが、生業でないものは該当しません。 

  「農林漁業を営む者」とは、当該市街化調整区域において、上記の範囲に属する業務に従事す

る者をいい、兼業者、被傭者を含みますが、臨時的従業者は含まれません。なお、農地所有適格

法人等の法人は含みますが、これらの法人が居住用建築物の建築主体になることはできません。 

  業務の用に供する建築物については、政令に例示的に列挙されていますが、当該建築物が直接

農業、林業又は漁業の用に供されるものでなければなりません。なお、当該建築物の立地につい

ては、当該建築物を必要とする耕作地に近いものであること。 

  また、建築確認の際に下記の書類が必要になります。 

 ［添付書類］ 

  ア 郡山市農業委員会発行の耕作証明書（申請者を含む） 

   （建築主要件：郡山市の市街化調整区域で1,000㎡以上の農地耕作、年間60日以上の農業従 

事。なお、新規就農の場合は耕作面積の要件が異なります。） 

  イ 住民票（居住予定家族全員） 

  ウ 土地家屋名寄帳又は資産のない証明書（居住予定家族全員） 

エ 土地登記簿謄本（建築敷地とする区域内すべての筆）    

  オ 公図の写し（建築敷地及び接する土地） 

カ 建築に係る図面（配置図、平面図、立面図等） 
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キ 宅地替えの場合は、既存建築物取壊し等念書（実印押印、印鑑証明書添付） 

ク その他必要と思われる書類 

                          ※ア～オについては、３ケ月以内のもの 

※ア 申請者は、自らその耕作の業務を経営する農業従事者とする。 

   耕作証明書については、市街化調整区域内の農地を耕作している場合で、必要となる

耕作面積については、市街化調整区域内の農地１，０００㎡以上が条件となる。 

   詳しくは郡山市農業委員会事務局へお問合せください。 

 

３ 公益上必要な建築物のための開発行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(3) 駅舎その他の鉄道の施設、図書館、公民館、変電所その他これらに類する公益上必要な建築

物のうち開発区域及びその周辺の地域における適性かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図

る上で支障の無いものとして政令で定める建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

政令 

（適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障がない公益上必要な建築物） 

第21条 法第29条第１項第３号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。 

(1) 道路法第２条第１項に規定する道路又は道路運送法（昭和26年法律第183号）第２条第８項

に規定する一般自動車道若しくは専用自動車道（同法第３条第１号に規定する一般旅客自動車 

運送事業又は貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）第２条第２項に規定する一般貨物

自動車運送事業の用に供するものに限る。）を構成する建築物 

(2) 河川法が適用され、又は準用される河川を構成する建築物 

(3) 都市公園法第２条第２項に規定する公園施設である建築物 

(4) 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第２条第１項に規定する鉄道事業若しくは同条第５項に

規定する索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設である建築物又は軌道法（大正

10年法律第76号）による軌道若しくは同法が準用される無軌条電車の用に供する施設である建

築物 

(5) 石油パイプライン事業法第５条第２項第２号に規定する事業用施設である建築物 

(6) 道路運送法第３条第１号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期的に

運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。）若しくは貨物自動車運送事業法第

２条第２項に規定する一般貨物自動車運送事業（同条第６項に規定する特別積合せ貨物運送を

するものに限る。）の用に供する施設である建築物又は自動車ターミナル法（昭和34年法律第

136号）第２条第５項に規定する一般自動車ターミナルを構成する建築物 

(7) 港湾法第２条第５項に規定する港湾施設である建築物又は漁港漁場整備法第３条に規定する

漁港施設である建築物 

(8) 海岸法（昭和31年法律101号）第２条第１項に規定する海岸保全施設である建築物 

(9) 航空法による公共の用に供する飛行場に建築される建築物で当該飛行場の機能を確保するた

め必要なもの若しくは当該飛行場を利用する者の利便を確保するため必要なもの又は同法第２

条第５項に規定する航空保安施設で公共の用に供するものの用に供する建築物 

(10) 気象、海象、地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する施設である

建築物 
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(11) 日本郵便株式会社が日本郵便株式会社法（平成17年法律第100号）第４条第１項第１号に掲

げる業務の用に供する施設である建築物 

(12) 電気通信事業法（昭和59年法律第86号）第120条第１項に規定する認定電気通信事業者が同

項に規定する認定電気通信事業の用に供する施設である建築物 

(13) 放送法（昭和25年法律第132号）第２条第２号に規定する基幹放送の用に供する放送設備で

ある建築物 

(14) 電気事業法第２条第１項第16号に規定する電気事業（同項第２号に規定する小売電気事業を

除く。）の用に供する同項第18号に規定する電気工作物を設置する施設である建築物又は 

ガス事業法第２条第13項に規定するガス工作物（同条第２項に規定するガス小売事業の用に供

するものを除く。）を設置する施設である建築物 

(15) 水道法第３条第２項に規定する水道事業若しくは同条第４項に規定する水道用水供給事 

  業の用に供する同条第８項に規定する水道施設である建築物、工業用水道事業法（昭和33 

   年法律第84号）第２条第６項に規定する工業用水道施設である建築物又は下水道法第２条 

   第３号から第５号までに規定する公共下水道、流域下水道若しくは都市下水路の用に供す 

   る施設である建築物 

(16) 水害予防組合が水防の用に供する施設である建築物 

(17) 図書館法（昭和25年法律第118号）第２条第１項に規定する図書館の用に供する施設である 

  建築物又は博物館法（昭和26年法律第285号）第２条第１項に規定する博物館の用に供する施 

  設である建築物 

(18) 社会教育法（昭和24年法律第207号）第20条に規定する公民館の用に供する施設である建築

物 

(19) 国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する職

業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第15条の７第３項に規定する公共職業能力開発施設

並びに国及び独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する同法第27条第１項に規

定する職業能力開発総合大学校である建築物 

(20) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第２条第７項に規定する火葬場である建築

物 

(21) と畜場法（昭和28年法律第114号）第３条第２項に規定すると畜場である建築物又は化製場

等に関する法律（昭和23年法律第140号）第１条第２項に規定する化製場若しくは同条第３項

に規定する死亡獣畜取扱場である建築物 

(22) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）による公衆便所、し尿処理施

設若しくはごみ処理施設である建築物又は浄化槽法（昭和58年法律第43号）第２条第１号に規

定する浄化槽である建築物 

(23) 卸売市場法（昭和46年法律第35号）第２条第３項に規定する中央卸売市場若しくは同条第４

項に規定する地方卸売市場の用に供する施設である建築物又は地方公共団体が設置する市場の

用に供する施設である建築物 

 (24) 自然公園法第２条第６号に規定する公園事業又は同条第４号に規定する都道府県立自然公園

のこれに相当する事業により建築される建築物 

(25) 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号）第２条第１項に規定する住宅地区改良事業により建

築される建築物 
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(26) 国、都道府県等（法第34条の2第1項に規定する都道府県等をいう。）、市町村（指定都市等及

び事務処理市町村を除き、特別区を含む。以下この号において同じ。）又は市町村がその組織

に加わつている一部事務組合若しくは広域連合が設置する研究所、試験所その他の直接その事

務又は事業の用に供する建築物で次に掲げる建築物以外のもの 

  イ 学校教育法第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1

項に規定する各種学校の用に供する施設である建築物 

  ロ 児童福祉法（昭和22年法律第164号）による家庭的保育事業、小規模保育事業若しくは事

業所内保育事業、社会福祉法（昭和26年法律第45号）による社会福祉事業又は更生保護事業法

（平成7年法律第86号）による更生保護事業の用に供する施設である建築物 

  ハ 医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院、同条第２項に規定す 

   る診療所又は同法第２条第１項に規定する助産所の用に供する施設である建築物 

  ニ 多数の者の利用に供する庁舎（主として当該開発区域の周辺の地域において居住してい 

   る者の利用に供するものを除く。）で国土交通省令で定めるもの 

  ホ 宿舎（職務上常駐を必要とする職員のためのものその他これに準ずるものとして国土交 

   通省令で定めるものを除く。）   

 (27) 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構が国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構

法（平成11年法律第176号）第16条第１号に掲げる業務の用に供する施設である建築物 

(28) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法

（平成16年法律第155号）第17条第１項第１号から第３号までに掲げる業務の用に供する施設で

ある建築物 

(29) 独立行政法人水資源機構が設置する独立行政法人水資源機構法（平成14年法律第182号）第

２条第２項に規定する水資源開発施設である建築物 

 (30) 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成

14年法律第161号）第18条第１項第１号から第４号までに掲げる業務の用に供する施設である

建築物 

(31) 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構が国立研究開発法人新エネルギー・

産業技術総合開発機構法（平成14年法律第145号）第15条第１項第１号又は非化石エネルギー

の開発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71号）第11条第３号に掲げる業務の用に

供する施設である建築物 

運用指針 

Ⅰ－２－３ 第１項第３号関係 

  法第29条第１項第３号及び令第21条において、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周

辺の地域における適性かつ合理的な土地利用及び環境の保全を図る上で支障が無いものの建築の

用に供する目的で行う開発行為は、開発許可の適用除外とされている。 

  なお、国等が設置する研究所、試験所その他の直接その事務又は事業の用に供する建築物に係

る開発行為については、令第21条第26号により、原則として許可（協議）は不要であるが、学

校、社会福祉施設及び医療施設に係るものについては許可（協議）が必要であることに留意する

とともに、庁舎及び宿舎に係る開発行為の取り扱いについては、以下のとおりとすることが望ま

しい。 

  庁舎：許可（協議）を要するものは、 

     ① 国の本府省又は本府省の外局の本庁舎 

     ② 国の地方支分部局の本庁舎 

     ③ 都道府県庁、都道府県の支庁若しくは地方事務所、市役所、特別区の区役所又は町 

      村役場の本庁舎 
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     ④ 警視庁又は道府県警察本部の本庁舎に係る開発行為であること。 

  宿舎：原則として許可（協議）が必要であるが、職務上常駐を必要とする職員のための宿舎又 

     は災害等の発生時等に緊急に参集してその対応に当たる必要が有る等職務上その勤務地 

     に近接する場所に居住する必要がある職員のための宿舎（警察職員、河川事務所、国道 

     事務所に勤務する職員等緊急時に参集する必要がある職員のための宿舎等）に係る開発 

     行為であって、個々の宿舎とそこに居住する職員の勤務地との位置関係が合理的に説明 

     できるものについては、許可（協議）が不要であること。 

  開発許可が不要である公共公益施設である建築物の建築の申請があった場合において、60条証

明を交付するに当たっては、当該申請に係る公共公益施設の立地について、あらかじめ、当該事

案に係る担当部局と位置の選定、規模、施設基準等について無秩序な市街化を防止し都市の健全

な発展と秩序ある整備を図る観点から連絡調整を図ることが望ましい。 

 道路法（昭和27年法律第180号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構

造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増

進することを目的とする。 

 （用語の定義） 

第２条 この法律において「道路」とは、一般交通の用に供する道で次条各号に掲げるものをい

い、トンネル、橋、渡船施設、道路用エレベーター等道路と一体となつてその効用を全うする施

設又は工作物及び道路の附属物で当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。 

２ この法律において「道路の附属物」とは、道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の交通の確

保その他道路の管理上必要な施設又は工作物で、次に掲げるものをいう。 

 (1) 道路上のさく又は駒止 

 (2) 道路上の並木又は街灯で第18条第１項に規定する道路管理者の設けるもの 

 (3) 道路標識、道路元標又は里程標 

 (4) 道路情報管理施設（道路上の道路情報提供装置、車両監視装置、気象観測装置、緊急連絡施  

  設その他これらに類するものをいう。） 

 (5) 道路に接する道路の維持又は修繕に用いる機械、器具又は材料の常置場 

 (6) 自動車駐車場又は自転車駐車場で道路上に、又は道路に接して第18条第１項に規定する道路 

  管理者が設けるもの 

 (7) 共同溝の整備等に関する特別措置法（昭和38年法律第81号）第３条第１項の規定による共同 

  溝整備道路又は電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第39号）第４条第２項 

  に規定する電線共同溝整備道路に第18条第１項に規定する道路管理者の設ける共同溝又は電線 

  共同溝 

 (8) 前各号に掲げるものを除くほか、政令で定めるもの 

３～５ 略 

（道路の種類） 

第３条 道路の種類は、左に掲げるものとする。 

 １ 高速自動車国道 

 ２ 一般国道 

 ３ 都道府県道 

 ４ 市町村道 

 道路運送法（昭和26年法律第183号） 

 （目的） 
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第１条 この法律は、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号）と相まつて、道路運送事業の

運営を適正かつ合理的なものとし、並びに道路運送の分野における利用者の需要の多様化及び高

度化に的確に対応したサービスの円滑かつ確実な提供を促進することにより、輸送の安全を確保

し、道路運送の利用者の利益の保護及びその利便の増進を図るとともに、道路運送の総合的な発

展を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律で、「道路運送事業」とは、旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業及び自動

車道事業をいう。 

２ この法律で「自動車運送事業」とは、旅客自動車運送事業及び貨物自動車運送事業をいう。 

３ この法律で「旅客自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅客

を運送する事業であつて、次条に掲げるものをいう。 

４ この法律で「貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法による貨物自動車運送事業を

いう。 

５ この法律で「自動車道事業」とは、一般自動車道を専ら自動車の交通の用に供する事業をい

う。 

６ この法律で「自動車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）による自動車をいう。 

７ この法律で「道路」とは、道路法（昭和27年法律第180号）による道路及びその他の一般交通

の用に供する場所並びに自動車道をいう。 

８ この法律で「自動車道」とは、専ら自動車の交通の用に供することを目的として設けられた道

で道路法による道路以外のものをいい、「一般自動車道」とは、専用自動車道以外の自動車道を

いい、「専用自動車道」とは、自動車運送事業者（自動車運送事業を経営する者をいう。以下同

じ。）が専らその事業用自動車（自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車を

いう。以下同じ。）の交通の用に供することを目的として設けた道をいう。 

 （種類） 

第３条 旅客自動車運送事業の種類は、次に掲げるものとする。 

 (1) 一般旅客自動車運送事業（特定旅客自動車運送事業以外の旅客自動車運送事業） 

イ 一般乗合旅客自動車運送事業（乗合旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

ロ 一般貸切旅客自動車運送事業（一個の契約により国土交通省令で定める乗車定員以上の自 

 動車を貸し切つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

  ハ 一般乗用旅客自動車運送事業（ロの国土交通省令で定める乗車定員未満の自動車を貸し切

つて旅客を運送する一般旅客自動車運送事業） 

 (2) 特定旅客自動車運送事業（特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客を運送する旅客自動車

運送事業） 

 （一般旅客自動車運送事業の許可） 

第４条 一般旅客自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければな 

 らない。 

２ 一般旅客自動車運送事業の許可は、一般旅客自動車運送事業の種別（前条第１号イからハまで

に掲げる一般旅客自動車運送事業の別をいう。以下同じ。）について行う。 

 

 

 河川法（昭和39年法律第167号） 

 （目的） 
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第１条 この法律は、河川について、洪水、高潮等による災害の発生が防止され、河川が適正に利

用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるようにこれを総合的

に管理することにより、国土の保全と開発に寄与し、もつて公共の安全を保持し、かつ、公共の

福祉を増進することを目的とする。 

 （河川及び河川管理施設） 

第３条 この法律において「河川」とは、一級河川及び二級河川をいい、これらの河川に係る河川

管理施設を含むものとする。 

２ この法律において「河川管理施設」とは、ダム、堰、水門、堤防、護岸、床止め、樹林帯（堤

防又はダム貯水池に沿つて設置された国土交通省令で定める帯状の樹林で堤防又はダム貯水池の 

治水上又は利水上の機能を維持し、又は増進する効用を有するものをいう。）その他河川の流水

によつて生ずる公利を増進し、又は公害を除却し、若しくは軽減する効用を有する施設をいう。

ただし、河川管理者以外の者が設置した施設については、当該施設を河川管理施設とすることに

ついて河川管理者が権原に基づき当該施設を管理する者の同意を得たものに限る。 

都市公園法（昭和31年法律第79号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、都市公園の設置及び管理に関する基準等を定めて、都市公園の健全な発達を

図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「都市公園」とは、次に掲げる公園又は緑地で、その設置者である地方

公共団体又は国が当該公園又は緑地に設ける公園施設を含むものとする。 

 (1) 都市計画施設（都市計画法（昭和43年法律第100号）第４条第６項に規定する都市計画施設

をいう。次号において同じ。）である公園又は緑地で地方公共団体が設置するもの及び地方公

共団体が同条第２項に規定する都市計画区域内において設置する公園又は緑地 

 (2) 次に掲げる公園又は緑地で国が設置するもの 

  イ 一の都府県の区域を超えるような広域の見地から設置する都市計画施設である公園又は緑

地（ロに該当するものを除く。） 

  ロ 国家的な記念事業として、又は我が国固有の優れた文化的資産の保存及び活用を図るため

閣議の決定を経て設置する都市計画施設である公園又は緑地 

２ この法律において「公園施設」とは、都市公園の効用を全うするため当該都市公園に設けられ

る次の各号に掲げる施設をいう。 

 (1) 園路及び広場 

 (2) 植栽、花壇、噴水その他の修景施設で政令で定めるもの 

 (3) 休憩所、ベンチその他の休養施設で政令で定めるもの 

 (4) ぶらんこ、すべり台、砂場その他の遊戯施設で政令で定めるもの 

 (5) 野球場、陸上競技場、水泳プールその他の運動施設で政令で定めるもの 

 (6) 植物園、動物園、野外劇場その他の教養施設で政令で定めるもの 

 (7) 売店、駐車場、便所その他の便益施設で政令で定めるもの 

 (8) 門、さく、管理事務所その他の管理施設で政令で定めるもの 

 (9) 前各号に掲げるもののほか、都市公園の効用を全うする施設で政令で定めるもの 

３ 次の各号に掲げるものは、第一項の規定にかかわらず、都市公園に含まれないものとする。  

 １ 自然公園法 （昭和三十二年法律第百六十一号）の規定により決定された国立公園又は国定 

  公園に関する公園計画に基いて設けられる施設（以下「国立公園又は国定公園の施設」とい 
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  う。）たる公園又は緑地  

 ２ 自然公園法 の規定により国立公園又は国定公園の区域内に指定される集団施設地区たる公 

  園又は緑地  

 （都市公園の設置） 

第２条の２ 都市公園は、次条の規定によりその管理をすることとなる者が、当該都市公園の供用

を開始するに当たり都市公園の区域その他政令で定める事項を公告することにより設置されるも

のとする。 

 （都市公園の管理） 

第２条の３ 都市公園の管理は、地方公共団体の設置に係る都市公園にあつては当該地方公共団体

が、国の設置に係る都市公園にあつては国土交通大臣が行う。 

 （公園管理者以外の者の公園施設の設置等） 

第５条 第２条の３の規定により都市公園を管理する者（以下「公園管理者」という。）以外の者 

 は、都市公園に公園施設を設け、又は公園施設を管理しようとするときは、条例（国の設置に係 

 る都市公園にあつては、国土交通省令）で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出して 

 その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。  

２  公園管理者は、公園管理者以外の者が設ける公園施設が次の各号のいずれかに該当する場合 

 に限り、前項の許可をすることができる。  

 １ 当該公園管理者が自ら設け、又は管理することが不適当又は困難であると認められるもの  

 ２ 当該公園管理者以外の者が設け、又は管理することが当該都市公園の機能の増進に資すると 

  認められるもの  

３ 略 

 鉄道事業法（昭和61年法律第92号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、鉄道事業等の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を

確保し、鉄道等の利用者の利益を保護するとともに、鉄道事業等の健全な発達を図り、もつて公

共の福祉を増進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事

業をいう。 

２ この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道（軌道法（大正10年法律

第76号）による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。）による旅客

又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。 

３ この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路（他

人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。）以外の鉄道線路を使用して鉄道によ

る旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。 

４ この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡す

る目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する 

 者に専ら使用させる事業をいう。 

５ この法律において「索道事業」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行

う事業をいう。 

６ この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その

鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。 
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 （許可） 

第３条 鉄道事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 

２ 鉄道事業の許可は、路線及び鉄道事業の種別（前条第１項の鉄道事業の種別をいう。以下同

じ。）について行う。 

３ 第一種鉄道事業及び第二種鉄道事業の許可は、業務の範囲を旅客運送又は貨物運送に限定して

行うことができる。 

４ 一時的な需要のための鉄道事業の許可は、期間を限定して行うことができる。 

 軌道法（大正10年法律第76号） 

 （本条の対象） 

第１条 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル為敷設スル軌道ニ之ヲ適用ス 

２ 一般交通ノ用ニ供セサル軌道ニ関スル規定ハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 

 （軌道に準ずるもの） 

第31条 本法ハ一般交通ノ用ニ供スル軌道ニ準スヘキモノニ之ヲ準用ス 

２ 前項ノ軌道ニ準スヘキモノハ国土交通省令ヲ以テ之ヲ定ム 

 石油パイプライン事業法（昭和47年法律第105号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、石油パイプラインの設置及び石油パイプライン事業の運営を適正ならしめ、

並びにその事業の用に供する施設についての保安に関し必要な規制を行なうことにより、合理的

かつ安全な石油の輸送の実現を図るとともに公共の安全を確保し、もつて石油の安定的かつ低廉

な供給の確保に寄与することを目的とする。 

（石油パイプライン事業の許可） 

第５条 石油パイプライン事業を営もうとする者は、主務省令で定める石油パイプラインの系統ご

とに、主務大臣の許可を受けなければならない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければな

らない。 

 (1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名 

 (2) 石油パイプラインに属する導管及びその他の工作物並びにこれらの附属設備であつて、石油

パイプライン事業の用に供するもの（以下「事業用施設」という。）に関する次の事項 

  イ 主務省令で定める導管にあつては、その設置の場所、延長及び内径並びに導管内の圧力 

  ロ 主務省令で定めるタンクにあつては、その設置の場所及び容量 

  ハ 主務省令で定める圧送機にあつては、その設置の場所及び能力別の数 

 (3) 事業用施設により輸送する石油の種類及び石油輸送能力 

 (4) 事業用施設についての保安を確保するために必要な主務省令で定める事項 

 (5) 事業用施設についての工事の要否その他の主務省令で定める事項 

３～６ 略 

 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、貨物自動車運送事業の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自

動車運送に関するこの法律及びこの法律に基づく措置の遵守等を図るための民間団体等による自

主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全

な発展を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。 
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 （定義） 

第２条 この法律において「貨物自動車運送事業」とは、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動

車運送事業及び貨物軽自動車運送事業をいう。 

２ この法律において「一般貨物自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三

輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。次項及び第７項において同じ。）を使用して貨物を

運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいう。 

３ この法律において「特定貨物自動車運送事業」とは、特定の者の需要に応じ、有償で、自動車

を使用して貨物を運送する事業をいう。 

４ この法律において「貨物軽自動車運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車（三輪

以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。）を使用して貨物を運送する事業をいう。 

５ この法律で「自動車」とは、道路運送車両法（昭和26年法律第185号）第２条第２項の自動車

をいう。 

６ この法律において「特別積合せ貨物運送」とは、一般貨物自動車運送事業として行う運送のう

ち、営業所その他の事業場（以下この項、第４条第２項及び第６条第４号において単に「事業

場」という。）において集貨された貨物の仕分を行い、集貨された貨物を積み合わせて他の事業

場に運送し、当該地の事業場において運送された貨物の配達に必要な仕分を行うものであって、

これらの事業場の間における当該積合せ貨物の運送を定期的に行うものをいう。 

７ この法律において「貨物自動車利用運送」とは、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車

運送事業を経営する者が他の一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業を経営する者

の行う運送（自動車を使用して行う貨物の運送に係るものに限る。）を利用してする貨物の運送

をいう。 

 （一般貨物自動車運送事業の許可） 

第３条 一般貨物自動車運送事業を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければな

らない。 

 自動車ターミナル法（平成34年法律第136号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、自動車ターミナル事業の適正な運営を確保すること等により、自動車運送事 

 業者及び自動車ターミナルを利用する公衆の利便の増進を図り、もつて自動車運送の健全な発達

に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律で「自動車運送事業」とは、一般乗合旅客自動車運送事業及び一般貨物自動車運

送事業をいい、「自動車運送事業者」とは、自動車運送事業を経営する者をいう。 

２ この法律で「一般乗合旅客自動車運送事業」とは、道路運送法（昭和26年法律第183号）第３

条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業（路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客

の運送を行うものに限る。）をいい、「一般乗合旅客自動車運送事業者」とは、一般乗合旅客自動

車運送事業を経営する者をいう。 

３ この法律で「一般貨物自動車運送事業」とは、貨物自動車運送事業法（平成元年法律第83号） 

 第２条第２項の一般貨物自動車運送事業（特別積合せ貨物運送をするものに限る。）をいう。 

４ この法律で「自動車ターミナル」とは、旅客の乗降又は貨物の積卸しのため、自動車運送事業

の事業用自動車を同時に２両以上停留させることを目的として設置した施設であつて、道路の路

面その他一般交通の用に供する場所を停留場所として使用するもの以外のものをいう。 
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５ この法律で「一般自動車ターミナル」とは、自動車運送事業者が当該自動車運送事業の用に供

することを目的として設置した自動車ターミナル以外の自動車ターミナルをいう。 

６ この法律で「バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車ターミ

ナルをいい、「トラックターミナル」とは、一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車ターミ

ナルをいう。 

７ この法律で「専用バスターミナル」とは、一般乗合旅客自動車運送事業者が当該一般乗合旅客

自動車運送事業の用に供することを目的として設置したバスターミナルをいう。 

８ この法律で「自動車ターミナル事業」とは、一般自動車ターミナルを自動車運送事業の用に供

する事業をいう。 

（事業の認可） 

第３条 自動車ターミナル事業を経営しようとする者は、一般自動車ターミナルごとに、かつ、次

に定める事業の種類ごとに国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、一般自動車タ

ーミナルを無償で供用するものについては、この限りでない。 

 (1) バスターミナル事業（バスターミナルである一般自動車ターミナルを一般乗合旅客自動車運

送事業の用に供する自動車ターミナル事業） 

 (2) トラックターミナル事業（トラックターミナルである一般自動車ターミナルを一般貨物自動

車運送事業の用に供する自動車ターミナル事業） 

 港湾法（昭和25年法律第218号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、交通の発展及び国土の適正な利用と均衡ある発展に資するため、環境の保全

に配慮しつつ、港湾の秩序ある整備と適正な運営を図るとともに、航路を開発し、及び保全する 

ことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律で「港湾管理者」とは、第２章第１節の規定により設立された港湾局又は第33条

の規定による地方公共団体をいう。 

２ この法律で「国際戦略港湾」とは、長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網

の拠点となり、かつ、当該国際海上貨物輸送網と国内海上貨物輸送網とを結節する機能が高い港

湾であつて、その国際競争力の強化を重点的に図ることが必要な港湾として政令で定めるものを

いい、「国際拠点港湾」とは、国際戦略港湾以外の港湾であつて、国際海上貨物輸送網の拠点と

なる港湾として政令で定めるものをいい、「重要港湾」とは、国際戦略港湾及び国際拠点港湾以

外の港湾であつて、海上輸送網の拠点となる港湾その他の国の利害に重大な関係を有する港湾と

して政令で定めるものをいい、「地方港湾」とは、国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以

外の港湾をいう。 

３ この法律で「港湾区域」とは、第４条第４項又は第８項（これらの規定を第９条第２項及び第

33条第２項において準用する場合を含む。）の規定による同意又は届出があつた水域をいう。 

４ この法律で「臨港地区」とは、都市計画法（昭和43年法律第100号）第２章の規定により臨港

地区として定められた地区又は第38条の規定により港湾管理者が定めた地区をいう。 

５ この法律で「港湾施設」とは、港湾区域及び臨港地区内における第１号から第11号までに掲げ

る施設並びに港湾の利用又は管理に必要な第12号から第14号までに掲げる施設をいう。 

 (1) 水域施設 航路、泊地及び船だまり 

 (2) 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、こう門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 
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 (3) 係留施設 岸壁、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋、物揚場及び船揚場 

 (4) 臨港交通施設 道路、駐車場、橋梁、鉄道、軌道、運河及びヘリポート 

 (5) 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設、照明施設及び港務通信施設 

 (6) 荷さばき施設 固定式荷役機械、軌道走行式荷役機械、荷さばき地及び上屋 

 (7) 旅客施設 旅客乗降用固定施設、手荷物取扱所、待合所及び宿泊所 

 (8) 保管施設 倉庫、屋積場、貯木場、貯炭場、危険物置場及び貯油施設 

 (8)の２ 船舶役務用施設 船舶のための給水施設、給油施設及び給炭施設（第13号に掲げる施設

を除く。）、船舶修理施設並びに船舶保管施設 

 (9) 港湾公害防止施設 汚濁水の浄化のための導水施設、公害防止用緩衝地帯その他の港湾にお

ける公害の防止のための施設 

 (9)の２ 廃棄物処理施設 廃棄物埋立護岸、廃棄物受入施設、廃棄物焼却施設、廃棄物破砕施

設、廃油処理施設その他の廃棄物の処理のための施設（第13号に掲げる施設を除く。） 

 (9)の３ 港湾環境整備施設 海浜、緑地、広場、植栽、休憩所その他の港湾の環境の整備のため

の施設 

(10) 港湾厚生施設 船舶乗組員及び港湾における労働者の休泊所、診療所その他の福利厚生施設 

(10)の２ 港湾管理施設 港湾管理事務所、港湾管理用資材倉庫その他の港湾の管理のための施設

（第14条に掲げる施設を除く。） 

(11) 港湾施設用地 前各号の施設の敷地 

(12) 移動式施設 移動式荷役機械及び移動式旅客乗降用施設 

(13) 港湾役務提供用移動施設 船舶の離着岸を補助するための船舶、船舶のための給水、給油及

び給炭の用に供する船舶及び車両並びに廃棄物の処理の用に供する船舶及び車両 

(14) 港湾管理用移動施設 清掃船、通船その他の港湾の管理のための移動施設 

６ 前項第１号から第11号までに掲げる施設で、港湾地区及び臨港地区内にないものについても、

国土交通大臣が港湾管理者の申請によつて認定したものは、港湾施設とみなす。 

７～10 略 

 漁港漁場整備法（昭和25年法律第137号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、水産業の健全な発展及びこれによる水産物の供給の安定を図るため、環境と

の調和に配慮しつつ、漁港漁場整備事業を総合的かつ計画的に推進し、及び漁港の維持管理を適

正にし、もつて国民生活の安定及び国民経済の発展に寄与し、あわせて豊かで住みよい漁村の振 

興に資することを目的とする。 

 （漁港の意義） 

第２条 この法律で「漁港」とは、天然又は人工の漁業根拠地となる水域及び陸域並びに施設の総

合体であつて、第６条第１項から第４項までの規定により指定されたものをいう。 

 （漁港施設の意義） 

第３条 この法律で「漁港施設」とは、次に掲げる施設であつて、漁港の区域内にあるものをい

う。 

 (1) 基本施設 

  イ 外郭施設 防波堤、防砂堤、防潮堤、導流堤、水門、閘門、護岸、堤防、突堤及び胸壁 
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  ロ 係留施設 岸壁、物揚場、係船浮標、係船くい、桟橋、浮桟橋及び船揚場 

  ハ 水域施設 航路及び泊地 

 (2) 機能施設 

  イ 輸送施設 鉄道、道路、駐車場、橋、運河及びヘリポート 

  ロ 航行補助施設 航路標識並びに船舶の入出港のための信号施設及び照明施設 

  ハ 漁港施設用地 各種漁港施設の敷地 

  ニ 漁船漁具保全施設 漁船保管施設、漁船修理場及び漁具保管修理施設 

  ホ 補給施設 漁船のための給水、給氷、給油及び給電施設 

  ヘ 増殖及び養殖用施設 水産種苗生産施設、養殖用餌料保管調製施設、養殖用作業施設及び

廃棄物処理施設 

  ト 漁獲物の処理、保蔵及び加工施設 荷さばき所、荷役機械、畜養施設、水産倉庫、野積

場、製氷、冷凍及び冷蔵施設並びに加工場 

  チ 漁業用通信施設 陸上無線電信、陸上無線電話及び気象信号所 

  リ 漁港厚生施設 漁港関係者の宿泊所、浴場、診療所その他の福利厚生施設 

ヌ 漁港管理施設 管理事務所、漁港管理用資材倉庫、船舶保管施設その他の漁港の管理のた

めの施設 

  ル 漁港浄化施設 公害の防止のための導水施設その他の浄化施設 

  ヲ 廃油処理施設 漁船内において生じた廃油の処理のための施設 

  ワ 廃船処理施設 漁船の破砕その他の処理のための施設 

  カ 漁港環境整備施設 広場、植栽、休憩所その他の漁港の環境の整備のための施設 

海岸法（昭和31年法律第101号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、津波、高潮、波浪その他海水又は地盤の変動による被害から海岸を保護する 

とともに、海岸環境の整備と保全及び公衆の海岸の適正な利用を図り、もつて国土の保全に資す

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「海岸保全施設」とは、第３条の規定により指定される海岸保全区域内

にある堤防、突堤、護岸、胸壁、離岸堤、砂浜（海岸管理者が、消波等の海岸を防護する機能を 

 維持するために設けたもので、主務省令で定めるところにより指定したものに限る。）その他海

水の浸入又は海水による浸食を防止するための施設（堤防又は胸壁にあつては、津波、高潮等に

より海水が当該施設を越えて侵入した場合にこれによる被害を軽減するため、当該施設と一体的

に設置された根固工又は樹林（樹林にあつては、海岸管理者が設けたもので、主務省令で定める

ところにより指定したものに限る。）を含む。）をいう。 

２ この法律において「公共海岸」とは、国又は地方公共団体が所有する公共の用に供されている

海岸の土地（他の法令の規定により施設の管理を行う者がその権原に基づき管理する土地として

主務省令で定めるものを除き、地方公共団体が所有する公共の用に供されている海岸の土地にあ 
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 つては、都道府県知事が主務省令で定めるところにより指定し、公示した土地に限る。）及びこ

れと一体として管理を行う必要があるものとして都道府県知事が指定し、公示した低潮線までの

水面をいい、「一般公共海岸区域」とは、公共海岸の区域のうち第３条の規定により指定される

海岸保全区域以外の区域をいう。 

３ この法律において「海岸管理者」とは、第３条の規定により指定される海岸保全区域及び一般 

 公共海岸区域（以下「海岸保全区域等」という。）について第５条第１項から第４項まで及び第 

37条の２第１項並びに第37条の３第１項から第３項までの規定によりその管理を行うべき者をい

う。 

 （海岸保全区域の指定） 

第３条 都道府県知事は、海水又は地盤の変動による被害から海岸を防護するため海岸保全施設の

設置その他第２章に規定する管理を行う必要があると認めるときは、防護すべき海岸に係る一定

の区域を海岸保全区域として指定することができる。ただし、河川法（昭和39年法律第167号) 第

３条第１項に規定する河川の河川区域、砂防法（明治30年法律第29号）第２条の規定により指定

された土地又は森林法（昭和26年法律第249号）第25条第１項若しくは第25条の２第１項若しくは

第２項の規定による保安林（同法第25条の２第１項後段又は第２項後段において準用する同法第

25条第２項の規定による保安林を除く。以下次項において「保安林」という。）若しくは同法第41

条の規定による保安施設地区（以下次項において「保安施設地区」という。）については、指定す

ることができない。 

２ 都道府県知事は、前項のただし書の規定にかかわらず、海岸の防護上特別の必要があると認め

られるときは、保安林又は保安施設地区の全部又は一部を、農林水産大臣（森林法第25条の２の

規定により都道府県知事が指定した保安林については、当該保安林を指定した都道府県知事）に

協議して、海岸保全区域として指定することができる。 

３～５ 略 

 （海岸保全区域における行為の制限） 

第８条 海岸保全区域内において、次に掲げる行為をしようとする者は、主務省令で定めるところ

により、海岸管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、こ

の限りでない。 

 (1) 土石（砂を含む。以下同じ。）を採取すること。 

 (2) 水面又は公共海岸の土地以外の土地において、他の施設等を新設し、又は改築すること。 

 (3) 土地の掘削、盛土、切土その他政令で定める行為をすること。 

２ 前条第２項の規定は、前項の許可について準用する。 

 （海岸管理者以外の者の施行する工事） 

第13条 海岸管理者以外の者が海岸保全施設に関する工事を施行しようとするときは、あらかじめ

当該海岸保全施設に関する工事の設計及び実施計画について海岸管理者の承認を受けなければな 

らない。ただし、第６条第１項の規定による場合は、この限りでない。 

２ 略 
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航空法（昭和27年法律第231号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、国際民間航空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式

及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための

方法を定め、並びに航空機を運行して営む事業の適正かつ合理的な運営を確保して輸送の安全を

確保するとともにその利用者の利便の増進を図ることにより、航空の発達を図り、もつて公共の

福祉を増進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「航空機」とは、人が乗つて航空の用に供することができる飛行機、回

転翼航空機、滑空機及び飛行船その他政令で定める航空の用に供することができる機器をいう。 

２～４ 略 

５ この法律において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩又は形象により航空機の航行を援

助するための施設で、国土交通省令で定めるものをいう。 

６～22 略 

 （飛行場又は航空保安施設の設置） 

第38条 国土交通大臣以外の者は、飛行場又は政令で定める航空保安施設を設置しようとするとき

は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 

２～４ 略 

 気象業務法（昭和27年法律第165号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、気象業務の健全な発展

を図り、もつて災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとと

もに、気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「気象」とは、大気（電離層を除く。）の諸現象をいう。 

２ この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中

の諸現象をいう。 

３ この法律において「水象」とは、気象又は地震に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をい

う。 

４ この法律において「気象業務」とは、次に掲げる業務をいう。 

 (1) 気象、地象、地動及び水象の観測並びにその成果の収集及び発表 

 (2) 気象、地象（地震にあつては、発生した断層運動による地震動（以下単に「地震動」とい

う。）に限る。）及び水象の予報及び警報 

 (3) 気象、地象及び水象に関する情報の収集及び発表 

 (4) 地球磁気及び地球電気の常時観測並びにその成果の収集及び発表 

 (5) 前各号の事項に関する統計の作成及び調査並びに統計及び調査の成果の発表 

 (6) 前各号の業務を行うに必要な研究 

 (7) 前各号の業務を行うに必要な附帯業務 

５ この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の観測及び測定をいう。 
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６ この法律において「予報」とは、観測の成果に基く現象の予想の発表をいう。 

７ この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報をい

う。 

８ この法律において「気象測器」とは、気象、地象及び水象の観測に用いる器具、器械及び装置

をいう。 

 日本郵便株式会社法（平成17年法律第100号） 

（会社の目的） 

第１条 日本郵便株式会社（以下「会社」という。）は、郵便の業務、銀行窓口業務及び保険窓口

業務並びに郵便局を活用して行う地域住民の利便の増進に資する業務を営むことを目的とする株

式会社とする。 

（業務の範囲） 

第４条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。 

 （1）郵便法（昭和2022年法律第165号）の規定により行う郵便の業務 

 （2）～（7）略 

郵便法（平成22年法律第165号） 

（この法律の目的） 

第１条 この法律は、郵便の役務をなるべく安い料金で、あまねく、公平に提供することによつ

て、公共の福祉を増進することを目的とする。 

（郵便の実施） 

第２条 郵便の業務は、この法律の定めるところにより、日本郵便株式会社（以下「会社」とい

う。）が行う。 

電気通信事業法（昭和59年法律第86号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適正かつ合理的なものとする

とともに、その公正な競争を促進することにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するととも 

にその利用者の利益を保護し、もつて電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共

の福祉を増進することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 電気通信 有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は

受けることをいう。 

 (2) 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備をいう。 

 (3) 電気通信役務 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通

信の用に供することをいう。 

 (4) 電気通信事業 電気通信役務を他人の需要に応じるために提供する事業（放送法（昭和25年

法律第132号）第118条第１項に規定する放送局設備供給役務に係る事業を除く。）をいう。 

 (5) 電気通信事業者 電気通信事業を営むことについて、第９条の登録を受けた者及び第16条第

１項の規定による届出をした者をいう。 

 (6) 電気通信業務 電気通信事業者の行う電気通信役務の提供の業務をいう。 
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 （事業の認定） 

第117条 電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する電気通信事業を営む電気通信事業

者又は当該電気通信事業を営もうとする者は、次節の規定の適用を受けようとする場合には、申

請により、その電気通信事業の全部又は一部について、総務大臣の認定を受けることができる。 

 ２ 前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請 

  書を総務大臣に提出しなければならない。  

 １ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名  

 ２ 申請に係る電気通信事業の業務区域  

 ３ 申請に係る電気通信事業の用に供する電気通信設備の概要  

３ 前項の申請書には、事業計画書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。 

 （事業の開始の義務） 

第120条 第117条第１項の認定を受けた者（以下「認定電気通信事業者」という。）は、総務大

臣が指定する期間内に、その認定に係る電気通信事業（以下「認定電気通信事業」とい

う。）を開始しなければならない。 

２～４ 略 

放送法（昭和25年法律第132号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、次に掲げる原則に従つて、放送を公共の福祉に適合するように規律し、その

健全な発達を図ることを目的とする。 

 (1) 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 

 (2) 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保する

こと。 

 (3) 放送に携わる者の職責を明らかにすることによつて、放送が健全な民主主義の発達に資する 

ようにすること。 

 （定義） 

第２条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとす

る。 

 (1) 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電機通信（電気通信事業法

（昭和59年法律第86号）第２条第１号に規定する電気通信をいう。）の送信（他人の電気通信設

備（同条第２号に規定する電気通信設備をいう。以下同じ。）を用いて行われるものを含む。）を

いう。 

（2）「基幹放送」とは、電波法（昭和25年法律第131号）の規定により放送をする無線局に専ら

又は優先的に割り当てられるものとされた周波数の電波を使用する放送をいう。 

（3）～(32) 略 

電気事業法（昭和39年法律第170号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、電気事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、電気の使用者の

利益を保護し、及び電気事業の健全な発達を図るとともに、電気工作物の工事、維持及び運用を

規制することによつて、公共の安全を確保し、及び環境の保全を図ることを目的とする。 
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（定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 (1) 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給する事業をいう。 

 (2) 小売電気事業 小売供給を行う事業（一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当

する部分を除く。）をいう。 

 (3) 小売電気事業者 小売電気事業を営むことについて次条の登録を受けた者をいう。 

 (4) 振替供給 他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場所において、当該

他の者に、その受電した電気の量に相当する量の電気を供給することをいう。 

 (5) 接続供給 次に掲げるものをいう。 

  イ 小売供給を行う事業を営む他の者から受電した者が、同時に、その受電した場所以外の場

所において、当該他の者に対して、当該他の者のその小売供給を行う事業の用に供するため

の電気の量に相当する量の電気を供給すること。 

  ロ 電気事業の用に供する発電用の電気工作物以外の発電用の電気工作物（以下このロにおい

て「非電気事業用電気工作物」という。）を維持し、及び運用する他の者から当該非電気事

業用電気工作物（当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係を有する者が維持し、及び

運用する非電気事業用電気工作物を含む。）の発電に係る電気を受電した者が、同時に、そ

の受電した場所以外の場所において、当該他の者に対して、当該他の者があらかじめ申し出

た量の電気を供給すること（当該他の者又は当該他の者と経済産業省令で定める密接な関係

を有する者の需要に応ずるものに限る。）。 

 (6) 託送供給 振替供給及び接続供給をいう。 

 (7) 電力量調整供給 次のイ又はロに掲げる者に該当する他の者から、当該イ又はロに定める電 

気を受電した者が、同時に、その受電した場所において、当該他の者に対して、当該他の者が 

あらかじめ申し出た量の電気を供給することをいう。 

イ 発電用の電気工作物を維持し、及び運用する者 当該発電用の電気工作物の発電に係る電

気 

ロ 特定卸供給（小売供給を行う事業を営む者に対する当該小売供給を行う事業の用に供する

ための電気の供給であつて、電気事業の効率的な運営を確保するため特に必要なものとして

経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。以下このロにおいて同じ。）を行う事業

を営む者 特定卸供給に係る電気（イに掲げる者にあつては、イに定める電気を除く。） 

 (8) 一般送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物によりその供

給区域において託送供給及び電力調整供給を行う事業（発電事業に該当する部分を除く。）を

いい、当該送電用及び配電用の電気工作物により次に掲げる小売供給を行う事業（発電事業に

該当する部分を除く。）を含むものとする。 

  イ その供給区域（離島（その区域内において自らが維持し、及び運用する電線路が自らが維

持し、及び運用する主要な電線路と電気的に接続されていない離島として経済産業省令で定

めるに限る。ロ及び第二十一条第三項第一号において単に「離島」という。）を除く。）にお

ける一般の需要（小売電気事業者又は登録特定送配電事業者（第二十七条の十九第一項に規

定する登録特定送配電事業者をいう。）から小売供給を受けているものを除く。ロにおいて

同じ。）に応ずる電気の供給を保障するための電気の供給（次項第二号、第十七条及び第二
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十条において「最終保障供給」という。） 

  ロ その供給区域内に離島がある場合において、当該離島における一般の需要に応ずる電気の

供給を保障するための電気の供給（以下「離島供給」という。） 

 (9) 一般送配電事業者 一般送配電事業を営むことについて第三条の許可を受けた者をいう。 

 (10) 送電事業 自らが維持し、及び運用する送電用の電気工作物により一般送配電事業者に振 

替供給を行う事業（一般送配電事業に該当する部分を除く。）であつて、その事業の用に供す 

る送電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 

 (11) 送電事業者 送電事業を営むことについて第二十七条の四の許可を受けた者をいう。 

 (12) 特定送配電事業 自らが維持し、及び運用する送電用及び配電用の電気工作物により特定 

の供給地点において小売供給又は小売電気事業若しくは一般送配電事業を営む他の者にその小 

売電気事業若しくは一般送配電事業の用に供するための電気に係る託送供給を行う事業（発電 

事業に該当する部分を除く。）をいう。 

 (13) 特定送配電事業者 特定送配電事業を営むことについて第二十七条の十三第一項の規定に

よる届出をした者をいう。 

 (14) 発電事業 自らが維持し、及び運用する発電用の電気工作物を用いて小売電気事業、一般

送配電事業又は特定送配電事業の用に供するための電気を発電する事業であつて、その事業の

用に供する発電用の電気工作物が経済産業省令で定める要件に該当するものをいう。 

 (15) 発電事業者 発電事業を営むことについて第二十七条の二十七第一項の規定による届出を

した者をいう。 

 (16) 電気事業 小売電気事業、一般送配電事業、送電事業、特定送配電事業及び発電事業をい

う。 

(17) 電気事業者 小売電気事業者、一般送配電事業者、送電事業者、特定送配電事業者及び発

電事業者をいう。 

 (18) 電気工作物 発電、変電、送電若しくは配電又は電気の使用のために設置する機械、器

具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物（船舶、車両又は航空機に設置されるものそ

の他の政令で定めるものを除く。）をいう。 

２～３ 略 

 （事業の許可） 

第３条 一般送配電事業者を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。 

第38条 この法律において「一般用電気工作物」とは、次に掲げる電気工作物をいう。ただし、小

出力発電設備以外の発電用の電気工作物と同一の構内（これに準ずる区域内を含む。以下同

じ。）に設置するもの又は爆発性若しくは引火性の物が存在するため電気工作物による事故が発

生するおそれが多い場所であつて、経済産業省令で定めるものに設置するものを除く。 

 (1) 他の者から経済産業省令で定める電圧以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内に

おいてその受電に係る電気を使用するための電気工作物（これと同一の構内に、かつ、電気的

に接続して設置する小出力発電設備を含む。）であつて、その受電のための電線路以外の電線

路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

 (2) 構内に設置する小出力発電設備（これと同一の構内に、かつ、電気的に接続して設置する電

気を使用するための電気工作物を含む。）であつて、その発電に係る電気を前号の経済産業省
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令定める電圧以下の電圧で他の者がその構内において受電するための電線路以外の電線路によ

りその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないもの 

 (3) 前２号に掲げるものに準ずるものとして経済産業省令で定めるもの 

２ 前項において「小出力発電設備」とは、経済産業省令で定める電圧以下の電気の発電用の電気

工作物であつて、経済産業省令で定めるものをいうものとする。 

３ この法律において「事業用電気工作物」とは、一般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 

４ この法律において「自家用電気工作物」とは、次に掲げる事業の用に供する電気工作物及び一

般用電気工作物以外の電気工作物をいう。 

(1) 一般送配電事業 

(2) 送電事業 

(3) 特定送配電事業 

(4) 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該

当するもの 

 ガス事業法（昭和29年法律第51号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及

びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製

造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目

的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「小売供給」とは、一般の需要に応じ導管によりガスを供給すること

（政令で定める簡易なガス発生設備（以下「特定ガス発生設備」という。）においてガスを発生

させ、導管によりこれを供給するものにあつては、一の団地内におけるガスの供給地点の数が七

十以上のものに限る。）をいう。 

２ この法律において「ガス小売事業」とは、小売供給を行う事業（一般ガス導管事業、特定ガス

導管事業及びガス製造事業に該当する部分を除く。）をいう。 

３～12 略 

13 この法律において「ガス工作物」とは、ガスの供給のために施設するガス発生設備、ガスホル

ダー、ガス精製設備、排送機、圧送機、整圧器、導管、受電設備その他の工作物及びこれらの附

属設備であつて、ガス事業の用に供するものをいう。 

 （事業の登録） 

第３条 ガス小売事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。 

 水道法（昭和32年法律第177号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、水道の布設及び管理を適正かつ合理的ならしめるとともに、水道を計画的に

整備し、及び水道事業を保護育成することによつて、清浄にして豊富低廉な水の供給を図り、も

つて公衆衛生の向上と生活環境の改善とに寄与することを目的とする。 

第２条 略 

 （用語の定義） 
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第３条 この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する

水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。 

２ この法律において「水道事業」とは、一般の需要に応じて、水道により水を供給する事業をい

う。ただし、給水人口が100人以下である水道によるものを除く。 

３ この法律において「簡易水道事業」とは、給水人口が5,000人以下である水道により、水を供

給する水道事業をいう。 

４ この法律において「水道用水供給事業」とは、水道により、水道事業者に対してその用水を供 

給する事業をいう。ただし、水道事業者又は専用水道の設置者が他の水道事業者に分水する場合

を除く。 

５ この法律において「水道事業者」とは、第６条第１項の規定による認可を受けて水道事業を経

営する者をいい、「水道用水供給事業者」とは、第26条の規定による認可を受けて水道用水供給 

  事業を経営する者をいう。 

６ この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水

道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただ

し、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施

設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。 

 （1）100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの 

 （2）その水道施設の一日最大給水量（１日に給水することができる最大の水量をいう。以下同

じ。）が政令で定める基準を超えるもの。 

７ この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道

であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただ

し、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。 

８ この法律において「水道施設」とは、水道のための取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施

設、送水施設及び配水施設（専用水道にあつては、給水の施設を含むものとし、建築物に設けら

れたものを除く。以下同じ。）であつて、当該水道事業者、水道用水供給事業者又は専用水道の

設置者の管理に属するものをいう。 

９ この法律において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水

管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 

10 この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しく 

 は改造の工事をいう。 

11 この法律において「給水装置工事」とは、給水装置の設置又は変更の工事をいう。 

12 この法律において「治水区域」、「給水人口」及び「給水量」とは、それぞれ事業計画において

定める給水区域、給水人口及び給水量をいう。 

 （事業の認可及び経営主体） 

第６条 水道事業を経営しようとする者は、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。 

２ 水道事業は、原則として市町村が経営するものとし、市町村以外の者は、給水しようとする区

域をその区域に含む市町村の同意を得た場合に限り、水道事業を経営することができるものとす

る。 
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 工業用水道事業法（昭和33年法律第84号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、工業用水道事業の運営を適正かつ合理的ならしめることによつて、工業用水

の豊富低廉な供給を図り、もつて工業の健全な発達に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「工業」とは、製造業（物品の加工修理業を含む。）、電気供給業、ガス

供給業及び熱供給業をいう。 

２ この法律において「工業用水」とは、工業の用に供する水（水力発電の用に供するもの及び人

の飲用に適する水として供給するものを除く。）をいう。 

３ この法律において「工業用水道」とは、導管により工業用水を供給する施設であつて、その供

給をする者の管理に属するものの総体をいう。 

４ この法律において「工業用水道事業」とは、一般の需要に応じ工業用水道により工業用水を供

給する事業をいう。 

５ この法律において「工業用水道事業者」とは、工業用水道事業を営むことにについて次条第１

項の規定による届出をし、又は同条第２項の許可を受けた者をいう。 

６ この法律において「工業用水道施設」とは、工業用水道事業者の工業用水道に属する施設をい

う。 

 （事業の届出及び許可） 

第３条 地方公共団体は、工業用水道事業を営もうとするときは、その工業用水道施設の設置の工

事の開始の日の60日前までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 

２ 地方公共団体以外の者は、工業用水道事業を営もうとするときは、経済産業大臣の許可を受け

なけらばならない。 

 下水道法（昭和33年法律第79号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水

道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健

全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的と

する。 

 （用語の定義） 

第２条この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによ

る。 

 (1) 下水 生活若しくは事業（耕作の事業を除く。）に起因し、若しくは付随する廃水（以下 

 「汚水」という。）又は雨水をいう。 

 (2) 下水道 下水を排除するために設けられる排水管、排水渠
きょ

その他の排水施設（かんがい排水

施設を除く。）、これに接続して下水を処理するために設けられる処理施設（屎
し

尿浄化槽
そう

を除 

  く。）又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。 

 (3) 公共下水道 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管

理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水

を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠
きょ

である構造のものをいう。 
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 (4) 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。  

   イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及 

    び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、２以上の市町村の区域における下水 

    を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの 

   ロ 公共下水道（終末処理場を有するものに限る。）により排除される雨水のみを受けて、 

    これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道 

    で、２以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を 

    調節するための施設を有するもの 

 (5) 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下

水道（公共下水道及び流域下水道を除く。）で、その規模が政令で定める規模以上のものであ

り、かつ、当該地方公共団体が第27条の規定により指定したものをいう。 

(6) 終末処理場 下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域又は海域に放流するために下 

 水道の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設をいう。 

 (7) 排水区域 公共下水道により下水を排除することができる地域で、第９条第１項の規定によ

り公示された区域をいう。 

 (8) 処理区域 排水区域のうち排除された下水を終末処理場により処理することができる地域

で、第９条第２項において準用する同条第１項の規定により公示された区域をいう。 

(9) 浸水被害 排水区域において、一時的に大量の降雨が生じた場合において排水施設に当該雨

水を排除できないこと又は排水施設から河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排

除できないことによる浸水により、国民の生命、身体又は財産に被害を生ずることをいう。 

（管理） 

第３条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、２以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは 

設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水

道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村

が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。 

（行為の制限等） 

第24条 次に掲げる行為（政令で定める軽微な行為を除く。）をしようとする者は、条例で定める 

ところにより、公共下水道管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更（条

例で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

 (1) 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断

し、若しくは縦断して施設又は工作物その他の物件を設けること（第10条第１項の規定により

排水設備を当該部分に固着して設ける場合を除く。） 

(2) 公共下水道の排水施設の開渠である構造の部分の地下に施設又は工作物その他の物件を設け

ること。 

(3) 公共下水道の排水施設の暗渠である構造の部分に固着して排水施設を設けること（第10条第

１項の規定により排水設備を設ける場合を除く。）。 

２～３ 略 

 （管理） 
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第25条の10 流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、都道府県が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市町村は、都道府県と協議して、流域下水道の設置、改築、修繕、

維持その他の管理を行うことができる。 

 （他の施設等の設置の制限） 

第25条の17 流域下水道管理者は、次に掲げる場合を除き、何人に対しても、流域下水道の施設

にいかなる施設又は工作物その他の物件も設けさせてはならない。 

（管理） 

第26条 都市下水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県は、２以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみで

は管理することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該都市下

水路の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町

村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。 

（行為の制限等） 

第29条 次に掲げる行為（政令で定める軽微な行為を除く。）をしようとする者は、条例で定める

ところにより、都市下水路管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更（条

例で定める軽微な変更を除く。）をしようとするときも、同様とする。 

 (1) 都市下水路に固着し、若しくは突出し、又はこれを横断し、若しくは縦断して施設又は工作

物その他の物件を設けること。 

 (2) 都市下水路の地下に施設又は工作物その他の物件を設けること。 

２～３ 略 

図書館法（昭和25年法律第118号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和24年法律第207号）の精神に基き、図書館の設置及び運営

に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育と文化の発展に寄与する

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「図書館」とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保有

して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的と

する施設で、地方公共団体、日本赤十字社又は一般社団法人若しくは一般財団法人が設置するも

の（学校に附属する図書館又は図書室を除く。）をいう。 

２ 前項の図書館のうち、地方公共団体の設置する図書館を公立図書館といい、日本赤十字社又は

一般社団法人若しくは一般財団法人の設置する図書館を私立図書館という。 

博物館法（昭和26年法律第285号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、社会教育法（昭和24年法律第207号）の精神に基づき、博物館の設置及び運

営に関して必要な事項を定め、その健全な発達を図り、もつて国民の教育、学術及び文化の発展

に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「博物館」とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を

収集し、保管（育成を含む。以下同じ。）し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し 

 、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれら 
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 の資料に関する調査研究をすることを目的とする機関（社会教育法による公民館及び図書館法

（昭和25年法律第118号）による図書館を除く。）のうち、地方公共団体、一般社団法人若しくは

一般財団法人、宗教法人又は政令で定めるその他の法人（独立行政法人（独立行政法人通則法

（平成11年法律第103号）第２条第１項に規定する独立行政法人をいう。第29条において同じ。）

を除く。）が設置するもので次章の規定による登録を受けたものをいう。 

２ この法律において「公立博物館」とは、地方公共団体の設置する博物館をいい、「私立博物

館」とは、一般社団法人若しくは一般財団法人、宗教法人又は前項の政令で定める法人の設置す

る博物館をいう。 

３ この法律において「博物館資料」とは、博物館が収集し、保管し、又は展示する資料（電磁的

記録（電子的方式、磁気的方式その他の知覚によつては認識することができない方式で作られた

記録をいう。）を含む。）をいう。 

（登録） 

第10条 博物館を設置しようとする者は、当該博物館について、当該博物館の所在する都道府県

の教育委員会（当該博物館（都道府県が設置するものを除く。）が指定都市（地方自治法 （昭和

二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項 の指定都市をいう。以下この条及び第 

二十九条において同じ。）の区域内に所在する場合にあつては、当該指定都市の教育委員会。同

条を除き、以下同じ。）に備える博物館登録原簿に登録を受けるものとする。 

社会教育法（昭和24年法律第207号） 

 （目的） 

第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文

化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活

文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 （公民館の設置者） 

第21条 公民館は、市町村が設置する。 

２ 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて一般社団法人若しくは一般財団法

人（この章以下「法人」という。）でなければ設置することができない。 

３ 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。 

 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、雇用対策法（昭和41年法律第132号）と相まつて、職業訓練及び職業能力検

定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓

練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることによ

り、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と

労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 （国及び都道府県の行う職業訓練等） 

第15条の７ 国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する 

 知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第16条に定めるところにより設置

して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。ただし、当該職業

訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で（都道府県にあつて

は、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの）定めるものに

ついては、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。 

 (1) 職業能力開発校（普通職業訓練（次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下

同じ。）で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。） 
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 (2) 職業能力開発短期大学校（高度職業訓練（労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれ

に関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。）で長期間及び短期間の訓練課 

程（次号の厚生労働省令で定める長時間の訓練課程を除く。）のものを行うための施設をい

う。以下同じ。） 

 (3) 職業能力開発大学校（高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並

びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして

厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。） 

 (4) 職業能力開発促進センター（普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のもの

を行うための施設をいう。以下同じ。） 

 (5) 障害者職業能力開発校（前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又 

  は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行 

うための施設をいう。以下同じ。） 

２ 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほ

か、事業主、労働者その他の関係者に対し、第15条の２第１項第３号、第４号及び第６号から第 

８号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。 

３ 国及び都道府県（第16条第２項の規定により市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当

該市町村を含む。以下この項において同じ。）が第１項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を

行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設（以下「公共職業能力開発施設」という。）

内において行うほか、国にあっては職業を転換しようとする労働者等に対して迅速かつ効果的な

職業訓練を都道府県にあっては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実

施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設によ

り行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受け

させることによつて行うことができる。 

４ 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助（市町村 

 が設置する職業能力開発校に係るものを除く。）を行うほか、次に掲げる業務を行うことができ 

 る。  

(1) 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓

練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能   

及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。  

(2) 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に

関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。  

 （公共職業能力開発施設） 

第16条 国は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障

害者職業能力開発校を設置し、都道府県は、職業能力開発校を設置する。 

２ 前項に定めるもののほか、都道府県及び指定都市は職業能力開発短期大学校等を、市町村は職

業能力開発校を設置することができる。 

３～５ 略 

第27条 職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力

の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練（以下「準則訓練」とい

う。）において訓練を担当する者（以下「職業訓練指導員」という。）になろうとする者又は職業 
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 訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員

を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練（以下「指導員訓練」という。）、職業訓練の

うち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開

発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。 

２～５ 略 

墓地、埋葬等に関する法律（昭和23年法律第48号） 

第１条 この法律は、墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、国民の宗教的感情に適合し、

且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。 

第２条 この法律で「埋葬」とは、死体（妊娠４箇月以上の死胎を含む。以下同じ。）を土中に葬 

ることをいう。 

２ この法律で「火葬」とは、死体を葬るために、これを焼くことをいう。 

３ この法律で「改葬」とは、埋葬した死体を他の墳墓に移し、又は埋蔵し、若しくは収蔵した焼

骨を、他の墳墓又は納骨堂に移すことをいう。 

４ この法律で「墳墓」とは、死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいう。 

５ この法律で「墓地」とは、墳基を設けるために、墓地として都道府県知事（市又は特別区にあ

っては、市長又は区長。以下同じ。）の許可を受けた区域をいう。 

６ この法律で「納骨堂」とは、他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、納骨堂として都道府

県知事の許可を受けた施設をいう。 

７ この法律で「火葬場」とは、火葬を行うために、火葬場として都道府県知事の許可をうけた施

設をいう。 

第10条 墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。 

２ 前項の規定により設けた墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設を変更し、又は墓地、納

骨堂若しくは火葬場を廃止しようとする者も、同様とする。 

と畜場法（昭和28年法律第114号） 

 （この法律の目的） 

第１条 この法律は、と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために

公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ、もって国民の健康の保護を図ることを目的

とする。 

第２条 略 

 （定義） 

第３条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 

２ この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置さ

れた施設をいう。 

３ この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後１年以上の牛若しくは馬又は１日に10頭をこ

える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。 

４ この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。 

５ この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。 

 （と畜場の設置の許可） 

第４条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事（保健所を設置する市にあつては、市長。以

下同じ。）の許可を受けなければ、設置してはならない。 
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２～３ 略 

化製場等に関する法律（昭和23年法律第140号） 

第１条 この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。 

２ この法律で「化製場」とは、獣畜の肉、皮、骨、臓器等を原料として皮革、油脂、にかわ、肥 

 料、飼料その他の物を製造するために設けられた施設で、化製場として都道府県知事（保健所を 

設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長。以下同じ。）の許可を受けたものをいう。 

３ この法律で「死亡獣畜取扱場」とは、死亡獣畜を解体し、埋却し、又は廃却するために設けら

れた施設又は区域で、死亡獣畜取扱場として都道府県知事の許可を受けたものをいう。 

第３条 化製場又は死亡獣畜取扱場を設けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければな

らない。 

２ 略 

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再

生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生 

の向上を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃

酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの（放射性

物質及びこれによつて汚染された物を除く。）をいう。 

２ この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。 

３ この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そ

の他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定

めるものをいう。 

４ この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。 

 (1) 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸アルカリ、廃プラスチッ

ク類その他政令で定める廃棄物 

(2) 輸入された廃棄物（前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物（政令

で定めるものに限る。第15条の４の５第１項において「航行廃棄物」という。）並びに本邦に

入国する者が携帯する廃棄物（政令で定める者に限る。同項において「携帯廃棄物」とい

う。）を除く。） 

５ この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染

性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして

政令で定めるものをいう。 

６ この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センタ

ーの使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）と、第十二条の三第一項に規定す

る事業者、同条第三項に規定する運搬受託者及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る

入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。（一般廃棄物処理施設の許

可） 

第８条 一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設で政令で定めるもの（以下単に「ごみ処理施設」とい
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う。）、し尿処理施設（浄化槽法第２条第１号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。）及び一般廃 

 棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置しようとする者（第６条の２

第１項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村

を除く。）は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を

受けなければならない。 

２～６ 略 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令（昭和46年政令第300号） 

 （一般廃棄物処理施設） 

第５条 法第８条第１項の政令で定めるごみ処理施設は、１日当たりの処理能力が５トン以上（焼

却施設にあつては、１時間当りの処理能力が200キログラム以上又は火格子面積が２平方メート 

 ル以上）のごみ処理施設とする。 

２ 略 

浄化槽法（昭和58年法律第43号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、浄化槽の設置、保守点検、清掃及び製造について規制するとともに、浄化槽

工事業者の登録制度及び浄化槽清掃業の許可制度を整備し、浄化槽設備士及び浄化槽管理士の資

格を定めること等により、公共用水域等の水質の保全等の観点から浄化槽によるし尿及び雑排水

の適正な処理を図り、もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに 

よる。 

 (1) 浄化槽 便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水（工場廃水、雨水その他の特殊な排水

を除く。以下同じ。）を処理し、下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第６号に規定する終

末処理場を有する公共下水道（以下「終末処理下水道」という。）以外に放流するための設備

又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に

関する法律（昭和45年法律第137号）第６条第１項の規定により定められた計画に従つて市町

村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。 

 (2)～(12) 略 

 （設置等の届出、勧告及び変更命令） 

第５条 浄化槽を設置し、又はその構造若しくは規模の変更（国土交通省令・環境省令で定める軽

微な変更を除く。第７条第１項において同じ。）をしようとする者は、国土交通省令・環境省

令で定めるところにより、その旨を都道府県知事（保健所を設置する市又は特別区にあつて

は、市長又は区長とする。第５項、第７条第１項、第５章、第48条第４項及び第57条を除き、

以下同じ。）及び当該都道府県知事を経由して特定行政庁に届け出なければならない。ただ

し、当該浄化槽に関し、建築基準法第６条第１項（同法第87条第１項において準用する場合を

含む。）の規定による建築主事の確認を申請すべきとき、又は同法第18条第２項（同法第87条 

  第１項において準用する場合を含む。）の規定により建築主事に通知すべきときは、この限り 

  でない。 

２～５ 略 
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 卸売市場法（昭和46年法律第35号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市

場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びそ

の適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通

の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他

一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を

有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。 

２ この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、 

 卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して 

開場されるものをいう。 

３ この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及び

その周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核

的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものと

して、第８条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。 

４ この法律において「地方卸売市場」とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が政令で

定める規模以上のものをいう。 

 （開設の許可） 

第８条 次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域 

において中央卸売市場を開設することができる。 

 (1) 都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定め

られた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄する

もの 

 (2) 中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第284条第１項の

一部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の１以上が加入し、かつ、当該開

設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの 

 （卸売業務の許可） 

第15条 中央卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、農林水産大臣の許可を受けなけ

ればならない。 

２ 略 

 （開設の許可） 

第55条 地方卸売市場を開設しようとする者は、都道府県の条例で定めるところにより、市場ごと

に、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

（卸売業務の許可） 

第58条 地方卸売市場において卸売の業務を行なおうとする者は、都道府県の条例で定めるところ

により、市場及び取扱品目の部類ごとに、都道府県知事の許可を受けなければならない。 

２～３ 略 
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 自然公園法（昭和32年法律第161号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、優れた自然の風景地を保護するとともに、その利用の増進を図ることによ

り、国民の保健、休養及び教化に資するとともに、生物の多様性の確保に寄与することを目的と

する。 

 （定義） 

第２条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところに

よる。 

 (1) 自然公園 国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 

 (2) 国立公園 わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地（海中の景観地を含む。

次章第６節及び第74条を除き、以下同じ。）であつて、環境大臣が第５条第１項の規定により

指定するものをいう。 

 (3) 国定公園 国立公園に準じるすぐれた自然の風景地であつて、環境大臣が第５条第２項の規

定により指定するものをいう。 

(4) 都道府県立自然公園 すぐれた自然の風景地であつて、都道府県が第72条の規定により指定

するものをいう。 

(5) 公園計画 国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は施設に関する計画をい

う。 

(6) 公園事業 公園計画に基いて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用

のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。 

 (7) 生態系維持回復事業 公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園におけ 

る生態系の維持又は回復を図るものをいう。  

（指定） 

第５条 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会（以下「審議会」という。）

の意見を聴き、区域を定めて指定する。 

２ 国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指

定する。 

３～４ 略 

 （公園計画の決定） 

第７条 国立公園に関する公園計画は、環境大臣が、関係都道府県及び審議会の意見を聴いて決定

する。 

２ 国立公園に関する公園事業は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴い

て決定する。 

３ 環境大臣は、公園計画を決定したときは、その概要を官報で公示し、かつ、その公園計画を一

般の閲覧に供しなければならない。 

（指定） 

第72条 都道府県は、条例の定めるところにより、区域を定めて都道府県立自然公園を指定するこ

とができる。 

 住宅地区改良法（昭和35年法律第84号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、不良住宅が密集する地区の改良事業に関し、事業計画、改良地区の整備、改 

 良住宅の建設その他必要な事項について規定することにより、当該地区の環境の整備改善を図  
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り、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅の集団的建設を促進し、もつて公共の福祉に寄与す

ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「住宅地区改良事業」とは、この法律で定めるところに従つて行なわれ

る改良地区の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。 

２ この法律において「施行者」とは、住宅地区改良事業を施行する者をいう。 

３ この法律において「改良地区」とは、第４条の規定により指定された土地の区域をいう。 

４ この法律にいて「不良住宅」とは、主として居住の用に供される建築物又は建築物の部分でそ

の構造又は設備が著しく不良であるため居住の用に供することが著しく不適当なものをいう。 

５ 不良住宅の判定の基準に関し必要な事項は、政令で定める。 

６ この法律において「改良住宅」とは、第17条の規定により施行者が建設する住宅及びその附帯

施設をいう。 

７ この法律において「地区施設」とは、児童遊園、共同浴場、集会所、共同作業場その他改良地 

区内に建設される住宅の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設で政令で定めるものをい

う。 

８ この法律において「公共施設」とは、道路、公園、広場その他公共の用に供する施設で政令で

定めるものをいう。 

 （施行者） 

第３条 住宅地区改良事業は、市町村が施行する。 

２ 都道府県は、市町村が住宅地区改良事業を施行することが困難な場合その他特別の事情がある

場合においては、住宅地区改良事業を施行することができる。 

 （改良住宅の建設） 

第17条 施行者は、改良地区の指定の日において、改良地区内に居住する者で、住宅地区改良事業

の施行に伴いその居住する住宅を失うことにより、住宅に困窮すると認められるものの世帯の数 

に相当する戸数の住宅を建設しなければならない。 

２～４ 略 

 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法（平成16年法律第155号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関

する事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「原子炉」とは、原子力基本法（昭和30年法律第186号）第３条第４号

に規定する原子炉をいう。 

 ２ この法律において「核燃料物質」とは、原子力基本法第３条第２号に規定する核燃料物質を 

   いう。 

 ３ この法律において「使用済燃料」とは、原子炉に燃料として使用した核燃料物質をいう。 

 ４ この法律において「核燃料サイクル」とは、使用済燃料を再度原子炉に燃料として使用する 

  ことにより核燃料物質を有効に利用するために必要な一連の行為の体系をいう。 

 ５ この法律において「高速増殖炉」とは、原子炉のうち、その原子核分裂の連鎖反応が主とし 

  て高速中性子により行われるものであって、核燃料物質のうち政令で定めるものの当該連鎖反 

  応に伴い生成する量のその消滅する量に対する比率が一を超えるものをいう。 

 ６ この法律において「核燃料物質の再処理」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用物 
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  質を分離するために、使用済燃料を科学的方法により処理することをいう。 

 ７ この法律において「高レベル放射性廃棄物」とは、使用済燃料から核燃料物質その他の有用 

  物質を分離した後に残存する物（固形化したものを含む。）をいう。 

 （名称） 

第３条 この法律及び独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）の定

めるところにより設立される通則法第２条第１項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開

発法人日本原子力研究開発機構とする。 

 （機構の目的） 

第４条 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構（以下「機構」という。）は、原子力法第２条

に規定する基本方針に基づき、原子力に関する基礎的研究及び応用の研究並びに核燃料サイクル

を確立するための高速増殖炉及びこれに必要な核燃料物質の開発並びに核燃料物質の再処理に関

する技術及び高レベル放射性廃棄物の処分等に関する技術の開発を総合的、計画的かつ効率的に

行うとともに、これらの成果の普及等を行い、もって人類社会の福祉及び国民生活の水準向上に

資する原子力の研究、開発及び利用の促進に寄与することを目的とする。 

 （業務の範囲） 

第17条 機構は、第４条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 (１) 原子力に関する基礎的研究を行うこと。 

 (２) 原子力に関する応用の研究を行うこと。 

 (３) 核燃料サイクルを技術的に確立するために必要な業務で次に掲げるものを行うこと。 

  イ 高速増殖炉の開発（実証炉を建設することにより行うものを除く。）及びこれに必要な研究 

  ロ イに掲げる業務に必要な核燃料物質の開発及びこれに必要な研究 

  ハ 核燃料物質の再処理に関する技術の開発及びこれに必要な研究 

  二 ハに掲げる業務に伴い発生する高レベル放射性廃棄物の処理及び処分に関する技術の開発 

    及びこれに必要な研究 

 (４) 前三号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

 (５) 放射性廃棄物の処分に関する業務で次に掲げるもの（特定放射性廃棄物の最終処分に関す

る法律 （平成12年法律第117号）第56条第１項及び第２項に規定する原子力発電環境整備機構

の業務に属するものを除く。）を行うこと。 

  イ 機構の業務に伴い発生した放射性廃棄物（附則第２条第１項及び第３条第１項の規定によ

り機構が承継した放射性廃棄物（以下「承継放射性廃棄物」という。）を含む。）及び機構以

外の者から処分の委託を受けた放射性廃棄物（実用発電用原子炉（核原料物質、核燃料物質

及び原子炉の規制に関する法律 （昭和32年法律第166号）第43条の４第１項に規定する実用

発電用原子炉をいう。第28条第１項第４号ロにおいて同じ。）及びその附属施設並びに原子

力発電と密接な関連を有する施設で政令で定めるものから発生したものを除く。）の埋設の

方法による最終的な処分（以下「埋設処分」という。） 

  ロ 埋設処分を行うための施設（以下「埋設施設」という。）の建設及び改良、維持その他の

管理並びに埋設処分を終了した後の埋設施設の閉鎖及び閉鎖後の埋設施設が所在した区域の

管理 

 (６) 機構の施設及び設備を科学技術に関する研究及び開発並びに原子力の開発及び利用を行う

者の利用に供すること。 

 (７) 原子力に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 

 (８) 原子力に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。 

 (９) 第１号から第３号までに掲げる業務として行うもののほか、関係行政機関又は地方公共団

体の長が必要と認めて依頼した場合に、原子力に関する試験及び研究、調査、分析又は鑑定を
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行うこと。 

(10) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 ２ 機構は、前項の業務のほか、特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律 （平成６年法

律第78号）第５条第２項 に規定する業務を行う。 

 ３ 機構は、前２項の業務のほか、前２項の業務の遂行に支障のない範囲内で、国、地方公共団

体その他政令で定める者の委託を受けて、これらの者の核原料物質（原子力基本法第３条第３号 

に規定する核原料物質をいう。）、核燃料物質又は放射性廃棄物を貯蔵し、又は処理する業務を行

うことができる。 

 独立行政法人水資源機構法（平成14年法律第182号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、独立行政法人水資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める

ことを目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「水資源開発基本計画」とは、水資源開発促進法（昭和36年法律第217

号）の規定による水資源開発基本計画をいう。 

２ この法律において「水資源開発施設」とは、独立行政法人水資源機構（以下「機構」とい

う。）による第12条第１項第１号の業務の実施により生じる施設及び水資源開発公団による附則 

 第６条の規定による廃止前の水資源開発公団法（昭和36年法律第218号。以下「旧水公団法」と

いう。）第18条第１項第１号の業務の実施により生じた施設で附則第２条第１項の規定により機

構が承継したものをいう。 

３～７ 略 

（名称） 

第３条 この法律及び独立行政法人通則法（平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）の定

めるところにより設立される通則法第２条第１項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法

人水資源機構とする。 

 （機構の目的） 

第４条 機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水

資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする

地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。 

第12条 機構は、第４条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 水資源開発基本計画に基づいて、次に掲げる施設（当該施設のうち発電に係る部分を除く。

以下この号において同じ。）の新築（イに掲げる施設の新築にあっては、水の供給量を増大さ

せないものに限る。）又は改築を行なうこと。 

  イ ダム、河口堰、湖沼水位調節施設、多目的用水路、専用用水路その他の水資源の開発又は

利用のための施設 

  ロ イに掲げる施設と密接な関連を有する施設 

 (2) 次に掲げる施設の操作、維持、修繕その他の管理（ハに掲げる施設の管理にあっては、委託

に基づくものに限る。）を行うこと。 

  イ 水資源開発施設 

  ロ 愛知豊川用水施設 

  ハ 水資源開発促進法第３条第１項に規定する水資源開発水系（以下この号及び第１９条の２

第１項において「水資源開発水系」という。）における水資源の開発又は利用のための施設
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であって、イ又はロに掲げる施設と一体的な管理を行うことが当該水資源開発水系における

水資源の利用の合理化に資すると認められるもの 

 (3) 第１９条の２第１項に規定する特定河川工事を行うこと。 

 (4) 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

２ 略 

 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法（平成14年12月13日法律第161号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構の名称、目的、業務の範囲等に関す

る事項を定めることを目的とする。 

 （定義）  

第２条 この法律において「宇宙科学」とは、宇宙理学及び宇宙工学の学理及びその応用をいう。  

 ２ この法律において「基盤的研究開発」とは、研究及び開発（以下「研究開発」という。）で 

  あって次の各号のいずれかに該当するものをいう。  

  (1) 科学技術に関する共通的な研究開発  

  (2) 科学技術に関する研究開発であって、国の試験研究機関又は研究開発を行う独立行政法 

   人（独立行政法人通則法 （平成11年法律第103号。以下「通則法」という。）第２条第 

   １項 に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。）に重複して設置することが多額の経費 

   を要するため適当でないと認められる施設及び設備を必要とするもの  

  (3) 科学技術に関する研究開発であって、多数部門の協力を要する総合的なもの  

 ３ この法律において「人工衛星等」とは、人工衛星（地球を回る軌道の外に打ち上げられる 

  飛しょう体及び天体上に置かれる人工の物体を含む。）及びその打上げ用ロケットをいう。  

 （名称）  

第３条 この法律及び通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、国立研究開

発法人宇宙航空研究開発機構とする。  

 （機構の目的）  

第４条 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（以下「機構」という。）は、大学との共同等に

よる宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術（宇宙に関する科学技術をいう。以下同じ。）に

関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運

用並びにこれらに関連する業務を、宇宙基本法（平成20年法律第43号）第２条の宇宙の平和的利

用に関する基本理念にのっとり、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎

研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、

大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発

及び利用の促進を図ることを目的とする。  

（業務の範囲等）  

第18条 機構は、第４条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。  

(2)  宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究 

  開発を行うこと。  

(3)  人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。  

(4) 人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行

うこと。 

 (5)～(10) 略  

２ 略 
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国立研究開発法人新エネルギ－・産業技術総合開発機構法（平成19年法律第36号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の名称、目的、業務

の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この法律において「非化石エネルギー」とは、非化石エネルギーの開発及び導入の促進に

関する法律 （昭和55年法律第71号。以下「非化石エネルギー法」という。)第２条 に規定する

非化石エネルギーをいう。 

２ この法律において「エネルギー使用合理化」とは、エネルギーの使用の合理化に関する法律 

 （昭和54年法律第49号）第２条第１項 に規定するエネルギーの使用の合理化をいう。 

（名称） 

第３条 この法律及び独立行政法人通則法 （平成11年法律第103号。以下「通則法」という。） 

 の定めるところにより設立される通則法第２条第１項 に規定する独立行政法人の名称は、国立

研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構とする。 

 （機構の目的） 

第４条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下「機構」という。）は、非

化石エネルギー、可燃性天然ガス及び石炭に関する技術及びエネルギー使用合理化のための技術

並びに鉱工業の技術に関し、民間の能力を活用して行う研究開発（研究及び開発をいう。以下同

じ。）、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に

協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外

の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の

発展に資することを目的とする。 

 ２ 略 

（業務の範囲） 

第15条 機構は、第４条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

(1) 次に掲げる技術（原子力に係るものを除く。）であって、民間の能力を活用することによ 

  りその開発の効果的な実施を図ることができるものであり、かつ、その企業化の促進を図る 

  ことが国民経済上特に必要なものの開発を行うこと。 

  イ 非化石エネルギー法第２条第１号から第３号までに掲げる非化石エネルギーを発電に利用

し、若しくは同条第４号に掲げる非化石エネルギーを発生させる技術又はこれらの技術に係

る電気を利用するための技術 

  ロ 非化石エネルギーを製造し、若しくは発生させ、又は利用するための技術（イに掲げるも

のを除く。） 

  ハ 可燃性天然ガス及び石炭を利用するための技術（可燃性天然ガス及び石炭を発電に利

用するに当たりこれらから発生する電気の量を著しく増加させるための技術その他の可

燃性天然ガス及び石炭の利用の高度化のためのものに限る。） 

   ニ エネルギー使用合理化のための技術 

   (2)～(13) 略 

  

非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律（昭和55年法律第71号） 

 （目的） 

第１条 この法律は、非化石エネルギーを利用することが、内外の経済的社会的環境に応じたエネ

ルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの使用に係る環境への負荷の低減を図る上
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で重要となつていることにかんがみ、非化石エネルギーの開発及び導入を総合的に進めるために

必要な措置を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することを

目的とする。 

（定義） 

第２条 この法律において「非化石エネルギー」とは、次に掲げるものをいう。 

 (1) 化石燃料、原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される燃料その

製造に伴い副次的に得られるものであつて燃焼の用に供されるものを含む。）であって経済産

業省令で定めるものをいう。以下同じ。）以外の物であつて、燃焼の用に供されるもの 

 (2) 化石燃料を熱源とする熱以外の熱（前号に掲げる物の燃焼によるもの及び電気を変換して得

られるものを除く。） 

 (3) 化石燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力（以下「化石石油に係る動力」という。）

以外の動力（熱又は電気を変換して得られるものを除く。） 

 (4) 化石燃料に係る動力を変換して得られる電気以外の電気（動力を変換して得られるものを除

く。） 

（目的） 

第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び

導入を促進するため、次の業務を行う。 

(１)～(２) 略 

(３) 地熱を発電に利用するために必要な調査を行うこと。 

(４)  略 

 

 

  本号は、公益上必要な建築物のうち開発区域及びその周辺の地域における適正かつ合理的な土

地利用及び環境の保全を図る上で支障がないものとして政令で定める建築物に係る開発行為を適

用除外としたものです。 

  本号に該当する施設については、令第21条各号に掲げる施設が該当します。 

平成18年の都市計画法改正により、令第21条第26号においては、国、都道府県、市町村等が直

接その事務又は事務の用に供する建築物（同号イからホに掲げられるものを除く）が該当します。

例えば、体育館、研修センター等不特定多数の利用に供するために市町村が条例に基づき設置し、

市町村が管理運営する施設は該当しますが、市町村が建設し、運営する自転車競技法（昭和23年

法律第209号）に規定する競輪場及び公営住宅法（昭和26年法律第193号）に規定する公営住宅は

該当しません。 

  また、これらの施設に相当する工作物は、特定工作物の範囲から除外されています。 

  なお、本号及び次号に該当して適用除外となる開発行為についても、当該建築物について用途

地域の定めのある地域においては用途制限があるなど、都市計画上の判断を行わないとする趣旨

ではなく、宅地造成にあっては一定水準を維持することが望ましいこと等から、用途地域の指定

のない地域で当該開発行為を計画する場合は、許可権者との事前協議を要することとしています。 
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法第29条第１項第３号に該当する開発行為 

法

令 
号 公益施設 具  体  例 根拠法令 行政実例等 

法
第
29
条 

３ 

駅舎その他の鉄道 駅舎、検査場、車庫、信号所、発

電所、保線係員詰所 

鉄道事業法 

軌道法 

 

×民衆駅、バス施設 

図書館 ×町内会等設置の図書館 図書館法  

公民館 ×町内会等設置の地区集会所 社会教育法 

主体市町村 

法第 34条第 14号に該当す

る。 

変電所 電力会社の設置するもの 電気事業法  

×企業独自のもの 

 １ 

道路法の道路、 

道路運送法の一般

自動車道及び専用

自動車道の施設 

道路管理者の設ける駐車場、料金

徴収所、便所、ゴミ置場 

道路法 

道路運送法 

 

×サービスエリア内の売店 

 
２ 

河川法の河川施設 河川管理事務所、ダム、水門、せ

き 

河川法  

 
３ 

都市公園法の公園

施設 

休憩所、野営場、野球場、運動

場、プール、植物園、音楽堂、売

店、飲食店、管理事務所 

都市公園法  

 

４ 

鉄道事業法の索道

及び軌道法の軌道

又は無軌道電車の

事業施設 

停車場、信号所、車庫、詰所、車

両等の修理場、機械等の保管倉庫 

鉄道事業法 

軌道法 

 

令
第
21
条 

５ 
石油パイプライン

事業法の事業施設 

石油運輸施設、タンク、圧送機 石油パイプラ

イン事業法 

 

６ 

道路運送法の一般

乗合旅客自動車運

送事業、貨物自動

車運送事業法の一

般貨物自動車運送

事業用施設（特別

積合せ運送事業に

限る）、自動車ター

ミナル法の一般自

動車ターミナル施

設 

車庫、整備工場、バス停留所、貨

物積下し場、倉庫、待合所 

道路運送法  

×一般貸切旅客 

×一般貨物運送事業用施設（特別

積合せ運送事業を除く。） 

貨物自動車運

送事業法 

 

一般路線自動車ターミナル管理事

務所 

自動車ターミ

ナル法 

 

 

７ 

港湾法の港湾施設 

漁港法の漁港施設 

荷さばき施設、旅客施設（乗降

場、待合所、手荷物取扱所）、保管

施設（倉庫、危険物置場、貯油施

設）、厚生施設（船のり、労務者の

休泊所、診療所）、廃油施設、港湾

浄化施設、管理施設、漁船修理

場、漁船漁具保全施設） 

港湾法 

漁港漁場整備

法 

 

 
８ 

海岸法の海岸保全

施設 

海岸保全区域内にある海水の浸入

又は侵食防止施設（堤防、突堤）

管理施設 

海岸法  

 ９ 

航空法の公共用飛

行場の機能施設、

飛行場、利用者の

利便施設、公共用

航空保全施設 

ターミナル（乗降場、送迎デッキ

待合所、切符売場、食堂）、格納

庫、航空保安施設、修理工場、管

理事務所 

航空法 

国土交通大臣

の設置許可 

 

 
10 

気 象 、 海 象 、 地

象、洪水の観測通

報施設 

気象台、天文台、測候所、地震観

測所、予報・警報施設 

気象業務法  
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11 

郵便事業施設 郵便局、郵政省との委託契約によ

る郵便業務用施設 

日本郵便株式

会社法 

住宅併用の郵便局は法第34

条第１号に該当する。 

×住宅併用の郵便局 

 12 

電気通信回線施設 一般電気事業（一般の需要に応じ

て電気を供給）及び卸売電気事業

（一般電気事業者への供給）のた

めの発電所、変電、送電、配電所 

電気通信事業

法 

 

 13 
放送法の放送事業

の放送施設 

放送局 放送法  

 

14 

電気事業法の電気

事業の電気工作物

を設置する施設 

電気事業のための発電所、変電、

送電、配電所 

電気事業法 

経済産業大臣

の許可 

 

ガス事業法のガス

事業のガス工作物

を設置する施設 

一般ガス事業及び簡易ガス事業の

ためのガス発生設備、ガスホール

ダー、ガス精製、排送、整圧設備 

ガス事業法  

×事務所、サービスステーション 

  

水 道 法 の 水 道 事

業、水道用水供給

事業の水道施設 

一般需要者に対する供給、水道事

業者への用水供給のための取水、

送水、配水施設でその者が管理す

る施設 

水道法 

許可を受けた

水道事業者 

 

 

 

 

×事務所 

 15 

工業用水道事業法

の工業用水道施設 

同上 工業用水道事

業法 

経済産業大臣

の許可 

 

令
第
21
条 

 

下水道法の公共下

水道、流域下水道

及び都市下水路施

設 

終末処理場、ポンプ場 下水道法  

 
16 

水害予防施設 水防用倉庫 水害予防組合

法 

 

 

17 

図書館法の図書館 地方公共団体、日本赤十字社及び

民法法人が設置する図書館 

図書館法  

博物館法の博物館 地方公共団体、民法法人、宗教法

人、日本赤十字社及び日本放送協

会が設置する博物館 

博物館法  

 
18 

社会教育法の公民

館 

市町村等が設立する公民館 社会教育法 

 

 

 19 

職業能力開発促進

法の公共職業訓練

施設 

国、地方公共団体が設置する職業

能力開発校、職業能力開発促進セ

ンター、職業能力開発大学校、障

害者職業能力開発校など 

職業能力開発

促進法 

 

 
 

 ×事業内職業訓練所（共同職業訓

練所） 

  

 
20 

墓地、埋葬等に関

する法律の火葬場 

（位置について建築基準法第51条

の制限あり） 

墓地、埋葬等

に関する法律 

 

×墓地、ペット霊園処理場 

 21 

と 畜 場 法 の と 畜

場、化製場等に関

する法律の化製場

及び死亡獣畜取扱

場 

と殺解体施設 

化製場、死亡獣畜取扱場 

と畜場法 

化製場等に関

する法律 

 

×魚介類及び鳥類の処理場 
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 22 

廃棄物の処理及び

清掃に関する法律

の処理施設 

市町村が設置する公衆便所、一般

廃棄物処理施設（し尿処理施設又

はごみ処理施設） 

廃棄物の処理

及び清掃に関

する法律 

同一敷地に一般産業廃棄物処

理施設と産業廃棄物処理施設

を併置する場合は、全体を許

可対象とする。一般廃棄物と

産業廃棄物を併せて対象とす

る破砕処理施設も許可対象と

する。 

可対象とする。一般廃棄物と

産業廃棄物を併せて対象とす

る破砕処理施設も許可対象と

する。 

×産業廃棄物処理施設 

 23 

卸売市場法の卸売

市場施設 

中央卸売市場、地方卸売市場の用

に供する施設である建築物、市町

村が設置する市場 

 

 

 

卸売市場法  

 

24 

自然公園法の公園

事業施設 

宿舎、避難小屋、休憩所、案内

所、公衆便所、救急施設、博物

館、水族館、動物園等の公園事業

の用に供する施設 

自然公園法  

令
第
21  

25 
住宅地区改良法の

住宅地区改良事業

施設 

改良地区の整備及び改良住宅 住宅地区改良

法 

小集落地区改良事業により建

築される建築物は該当しな

い。 

条 

26 

国、都道府県等市

町村及び市町村が

加わっている一部

事務組合若しくは

広域連合又は市町

村が設置団体であ

る地方開発事業団

が設置する研究所

等 

研究所、試験所、体育館、美術

館、公会堂、義務教育共同給食セ

ンター 

地方自治法 体育館、研修センター、農村

環境改善センター等、不特定

多数の者の利用に供するため

市町村が条例に基づき設置

し、市町村が管理運営する建

築物は該当する。自転車競技

法による競輪場は該当しな

い。 

×公営 

 

27 

国立研究開発法人

日本原子力研究開

発機構の研究施設 

国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構の原子力に関する研究施

設及び核燃料サイクル研究施設 

国立研究開発

法人日本原子

力研究開発機

構法 

 

 28 
独立行政法人水資

源機構の施設 

ダム、水位調節施設等水資源の開

発施設 

独立行政法人

水資源機構法 

 

 29 

国立研究開発法人

宇宙航空研究開発

機構の研究、開発

施設 

人口衛星及びロケットの開発に必

要な施設、ロケット追跡施設 

国立研究開発

法人宇宙航空

研究開発機構

法 

 

 30 

国立研究開発法人

新エネルギー・産

業技術総合開発機

構の技術開発施設 

 国立研究開発

法人新エネル

ギー・産業技

術総合開発機

構法 

 

      

 ×は、該当しない例です。 
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４ 他法令等による開発行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(4) 都市計画事業の施行として行う開発行為 

 (5) 土地区画整理事業の施行として行う開発行為 

(6) 市街地再開発事業の施行として行う開発行為 

 (7) 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為 

 (8) 防災街区整備事業の施行として行う開発行為 

 (9) 公有水面埋立法（大正10年法律第57号）第２条第１項の免許を受けた埋立地であつて、まだ

同法第22条第２項の告示がないものにおいて行う開発行為 

（施行者） 

第59条 都市計画事業は、市町村が、都道府県知事（第１号法定受託事務として施行する場合にあ

つては、国土交通省大臣）の認可を受けて施行する。 

２ 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合にお

いては、国道交通大臣の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 

３ 国の機関は、国土交通大臣の承認を受けて、国の利害に重大な関係を有する都市計画事業を施

行することができる。 

４ 国の機関、都道府県及び市町村以外の者は、事業の施行に関して行政機関の免許、許可、認可

等の処分を必要とする場合においてこれらの処分を受けているとき、その他特別な事業がある場

合においては、都道府県知事の認可を受けて、都市計画事業を施行することができる。 

５ 都道府県知事は、前項の認可をしようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体の長の意

見をきかなければならない。 

６ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第１項から第４項までの規定による認可又は承認をしよう

とする場合において、当該都市計画事業が、用排水施設その他農用地の保全若しくは利用上必要

な公共の用に供する施設を廃止し、若しくは変更するものであるとき、又はこれらの施設の管

理、新設若しくは改良に係る土地改良事業計画に影響を及ぼすおそれがあるものであるときは、

当該都市計画事業について、当該施設を管理する者又は当該土地改良事業計画による事業を行う

者の意見をきかなければならない。ただし、政令で定める軽易なものについては、この限りでな 

 い。 

７ 施行予定者が定められている都市計画に係る都市計画施設の整備に関する事業及び市街地開発

事業は、その定められている者でなければ、施行することができない。 

政令 

 （用排水施設等を管理する者又は土地改良事業計画による事業を行う者の意見を聴かなくてよい

都市計画事業の認可又は承認） 

第39条 法第59条第６項ただし書（法第63条第２項において準用する場合を含む。）の政令で定め

る軽易なものは、用排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な公共の用に供する施設の本来

の機能を阻害せず、又は増進することとなることが明らかなものとする。 
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土地区画整理法（昭和29年法律第119号） 

 （土地区画整理事業の施行） 

第３条 宅地について所有権若しくは借地権を有する者又は宅地について所有権若しくは借地権を

有する者の同意を得た者は、１人で、又は数人共同して、当該権利の目的である宅地について、

又はその宅地及び一定の区域の宅地以外の土地について土地区画整理事業を施行することができ

る。ただし、宅地について所有権又は借地権を有する者の同意を得た者にあつては、独立行政法

人都市再生機構、地方住宅供給公社その他土地区画整理事業を施行するため必要な資力、信用及 

び技術的能力を有する者で政令で定めるものに限る。 

２ 宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する土地区画整理組合は、当該権利の目的で

ある宅地を含む一定の区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 

３ 宅地について所有権又は借地権を有する者を株主とする株式会社で次に掲げる要件のすべてに

該当するものは、当該所有権又は借地権の目的である宅地を含む一定の区域の土地について土地

区画整理事業を施行することができる。 

(1) 土地区画整理事業の施行を主たる目的とするものであること。 

  (2) 公開会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第５号に規定する公開会社をいう。）でな

いこと。 

(3) 施行地区となるべき区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が、総株主の議決権

の過半数を保有していること。 

 (4) 前号の議決権の過半数を保有している者及び当該株式会社が所有する施行地区となるべ

き区域内の宅地の地積とそれらの者が有する借地権の目的となつているその区域内の宅地

の地積との合計が、その区域内の宅地の総地積と借地権の目的となつている宅地の総地積

との合計の三分の二以上であること。この場合において、これらの者が宅地の共有者又は

共同借地権者であるときは、当該宅地又は借地権の目的となつている宅地の地積に当該者

が有する所有権又は借地権の共有持分の割合を乗じて得た面積を、当該宅地又は借地権の

目的となつている宅地について当該者が有する宅地又は借地権の目的となつている宅地の

地積とみなす。 

４ 都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。 

５ 略 

 （施行の認可） 

第４条 土地区画整理事業を第３条第１項の規定により施行しようとする者は、１人で施行しよう

とする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約

及び事業計画を定め、その土地区画整理事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければ

ならない。この場合において、土地区画整理事業を施行しようとする者がその申請をしようとす

るときは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を

経由して行わなければならない。 

２ 第３条第１項に規定する者が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、

前項に規定する認可をもつて都市計画法第59条第４項に規定する認可とみなす。ただし、同法第

79条、第80条第１項、第81条第１項及び第89条第１項の規定の適用については、この限りでな

い。 
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 （施行の認可の基準等） 

第９条 都道府県知事は、第４条第１項に規定する認可の申請があつた場合においては、次の各号

の一に該当する事実があると認めるとき、及び次項の規定に該当するとき以外は、その認可をし

なければならない。 

 (1)～(4)  略 

２ 都道府県知事は、都市計画法第７条第１項の市街化調整区域と定められた区域が施行区域に編

入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業として行われる同法第４条 

第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認めるときでなければ、第４条第

１項に規定する認可をしてはならない。 

３～５ 略 

 （設立の認可） 

第14条 第３条第２項に規定する土地区画整理組合（以下「組合」という。）を設立しようとする

者は、７人以上共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について都道府県知事の認

可を受けなければならない。この場合において、組合を設立しようとする者がその申請をすると

きは、国土交通省令で定めるところにより、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由

して行わなければならない。 

２ 組合を設立しようとする者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要があると認める

場合においては、前項の規定にかかわらず、７人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、

その組合の設立について都道府県知事の認可を受けることができる。この場合においては、前項

後段の規定を準用する。 

３ 前項の規定により設立された組合は、都道府県知事の認可を受けて、事業計画を定めるものと

する。この場合において、組合がその申請をしようとするときは、国土交通省令で定めるところ

により、施行区域を管轄する市町村長を経由して行わなければならない。 

４ 組合が施行区域の土地について施行する土地区画整理事業については、第１項又は前項に規定

する認可をもつて都市計画法第59条第４項に規定する認可とみなす。第４条第２項ただし書の規

定は、この場合に準用する。 

 （設立の認可の基準等及び組合の成立） 

第21条 都道府県知事は、第14条第１項から第３項までに規定する認可の申請があつた場合におい

ては、次の各号（同項に規定する認可の申請にあつては、第３号を除く。）の一に該当する事実

があると認めるとき以外は、その認可をしなければならない。 

 (1)～(4)  略 

２ 前項の規定にかかわらず、都道府県知事は、都市計画法第７条第１項の市街化調整区域と定め

られた区域が施行区域に編入されている場合においては、当該区域内において土地区画整理事業

として行われる同法第４条第12項に規定する開発行為が同法第34条各号の一に該当すると認める

ときでなければ、第14条第１項又は第２項に規定する認可をしてはならない。 

３～７ 略 
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都市再開発法（昭和44年法律第38号） 

 （市街地再開発事業の施行） 

第２条の２ 次に掲げる区域内の宅地について所有権若しくは借地権を有する者又はこれらの宅地

について所有権若しくは借地権を有する者の同意を得た者は、１人で、又は数人共同して、当該

権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の土地について第一

種市街地再開発事業を施行することができる。 

 (1)～(3)  略 

２ 市街地再開発組合は、第一種市街地再開発事業の施行区域内の土地について第一種市街地再開

発事業を施行することができる。 

３ 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、市街地再開発事業の施行区域内の土地につい

て市街地再開発事業を施行することができる。 

 (1)～(4)  略 

４ 地方公共団体は、市街地再開発事業の施行区域内の土地について市街地再開発事業を施行する

ことができる。 

５ 独立行政法人都市再生機構は、国土交通大臣が次に掲げる事業を施行する必要があると認める

ときは、市街地再開発事業の施行区域内の土地について当該事業を施行することができる。 

 (1)～(2) 略 

６ 地方住宅供給公社は、国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅供給公社にあつては、都道府

県知事）が地方住宅供給公社の行う住宅の建設と併せてこれと関連する市街地の再開発を行

うための市街地再開発事業を施行する必要があると認めるときは、市街地再開発事業の施行区

域内の土地について当該事業を施行することができる。 

 （施行の認可） 

第７条の９ 第２条の２第１項の規定により第一種市街地再開発事業を施行しようとする者は、１

人で施行しようとする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者 

にあつては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その第一種市街地再

開発事業の施行について都道府県知事の認可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わ

なければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区とな

るべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 

４ 第２条の２第１項に規定する者が第一種市街地再開発事業の施行区域内において施行する第一

種市街地再開発事業については、第１項の規定による認可をもつて都市計画法第59条第４項の規

定による認可とみなす。ただし、同法第79条、第80条第１項、第81条第１項及び第89条第１項

の規定の適用については、この限りでない。 

 （認可） 

第11条 第一種市街地再開発事業の施行区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、５

人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

の認可を受けて組合を設立することができる。 
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２ 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立つて組合を設立する必要がある場合においては、

同項の規定にかかわらず、５人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令で定

めるところにより、都道府県知事の認可を受けて組合を設立することができる。 

３ 前項の規定により設立された組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認

可を受けて事業計画を定めるものとする。 

４ 第７条の９第２項の規定は前３項の規定による認可に、同条第３項の規定は第１項又は第２項

の規定による認可について準用する。この場合において、同条第２項中「施行地区となるべき区

域」とあるのは「施行地区となるべき区域（第11条第３項の規定による認可の申請にあつては、

施行地区）」と読み替えるものとする。 

５ 組合が施行する第一種市街地再開発事業については、第１項又は第３項の規定による認可をも 

つて都市計画法第59条第４項の規定による認可とみなす。第７条の９第４項ただし書の規定は、

この場合について準用する。 

大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法（昭和50年法律第67号） 

 （住宅街区整備事業の施行） 

第29条 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者は、１人で、又は数

人共同して、当該権利の目的である宅地について、又はその宅地及び一定の区域内の宅地以外の

土地について住宅街区整備事業を施行することができる。 

２ 住宅街区整備促進区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者が設立する住宅街区整備

組合は、当該権利の目的である宅地を含む一定の区域内の土地について住宅街区整備事業を施行

することができる。 

３ 都道府県、市町村、独立行政法人都市再生機構又は地方住宅供給公社は、施行区域内の土地に

ついて住宅街区整備事業を施行することができる。 

 （施行の認可） 

第33条 第29条第１項の規定により住宅街区整備事業を施行しようとする者は、１人で施行しよう

とする者にあつては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあつては規約

及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その住宅街区整備事業の施行につい

て都道府県知事の認可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わ

なければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による認可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区とな

るべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 

４ 第29条第１項の規定による施行者（以下この章及び第８章において「個人施行者」という。）

が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第１項の規定による認可を

もつて都市計画法第59条第４項の規定による認可とみなす。ただし、同法第79条、第80条第１

項、第81条第１項及び第89条第１項の規定の適用については、この限りでない。 

（設立の認可） 

第37条 第29条第２項に規定する住宅街区整備組合（以下この章において「組合」という。）を設

立しようとする者は、５人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるとこ

ろにより、その組合の設立について都道府県知事の認可を受けなければならない。 
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２ 第33条第２項及び第３項の規定は、都道府県知事が前項の規定による認可をしようとする場合

について準用する。 

３ 組合が施行区域内の土地について施行する住宅街区整備事業については、第１項の規定による 

認可をもつて都市計画法第59条第４項の規定による認可とみなす。第33条第４項ただし書の規定

は、この場合について準用する。 

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律（平成９年法律第49号） 

 （施行地区となるべき土地の区域及び施行地域） 

第118条 施行地区となるべき土地の区域は、密集市街地内の次に掲げる条件に該当する土地の区

域又は施行区域内の土地の区域（都市計画事業として施行する場合にあつては、施行区域内の土

地の区域）でなければならない。 

 (1)～(5) 略 

２ 施行区域は、密集市街地内の前項各号に掲げる条件に該当する土地の区域でなければならない 

 （施行者） 

第119条 前条第１項に規定する土地の区域内の宅地の所有者若しくは借地権者（借地権を有する

者をいう。以下同じ。）又は当該所有者若しくは借地権者の同意を得た者は、１人で、又は数人

共同して、当該所有者若しくは借地権者の権利の目的である宅地について、又はその宅地及び当

該区域内の宅地以外の土地について防災街区整備事業を施行することができる。 

２ 防災街区整備事業組合は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行することができる。 

３ 次に掲げる要件のすべてに該当する株式会社は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行

することができる。 

 (1)～(4) 略 

４ 都市再開発法第２条の２第３項第４号後段の規定は、前項第４号の規定による地積の算定につ

いて準用する。この場合において、同条第３項第４号後段中「前段」とあるのは、「密集市街地

整備法第119条第３項第４号」と読み替えるものとする。 

５ 地方公共団体又は独立行政法人都市再生機構は、都市計画事業として防災街区整備事業を施行

することができる。 

６ 地方住宅供給公社は、その住宅の建設と併せて防災街区の整備を行うための防災街区整備事業

を施行する必要があると国土交通大臣（市のみが設立した地方住宅供給公社にあっては、都道府

県知事）が認めるときは、都市計画事業として当該防災街区整備事業を施行することができる。 

 （施行の認可） 

第122条 第119条第１項の規定により防災街区整備事業を施行しようとする者は、１人で施行しよ

うとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規

約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その防災街区整備事業の施行につ

いて都道府県知事の認可を受けなければならない。 

２ 前項の規定による認可の申請は、施行地区となるべき区域を管轄する市町村長を経由して行わ

なければならない。 

３ 都道府県知事は、第１項の規定による許可をしようとするときは、あらかじめ、施行地区とな

るべき区域を管轄する市町村長の意見を聴かなければならない。 
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４ 第119条第１項の規定による施行者（以下「個人施行者」という。）が施行区域内において施行

する防災街区整備事業は、都市計画事業として施行するものとし、当該防災街区整備事業につい

ては、第１項の規定による認可をもって都市計画法第59条第４項の規定による認可とみなす。た 

だし、同法第79条、第80条第１項、第81条第１項及び第89条第１項の規定の適用については、こ

の限りでない。 

 （設立の認可） 

第136条 施行区域内の宅地の所有権又は借地権者は、５人以上共同して、定款及び事業計画を定

め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立すること

ができる。 

２ 前項に規定する者は、事業計画の決定に先立って事業組合を設立する必要がある場合において

は、同項の規定にかかわらず、５人以上共同して、定款及び事業基本方針を定め、国土交通省令

で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けて事業組合を設立することができる。 

３ 前項の規定により設立された事業組合は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事

の認可を受けて事業計画を定めるものとする。 

４ 第122条第２項の規定は前３項の規定による認可の申請について、同条第３項の規定は第１項

又は第２項の規定による認可について準用する。この場合において、同条第２項中「施行地区と

なるべき区域」とあるのは、「施行地区となるべき区域（第136条第３項の規定による認可の申請 

にあっては、施行地区）」と読み替えるものとする。 

５ 事業組合が施行する防災街区整備事業については、第１項又は第３項の規定による認可をもっ

て都市計画法第59条第４項の規定による認可とみなす。第122条第４項ただし書の規定は、この

場合について準用する。 

公有水面埋立法（大正10年法律第57号） 

第２条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ 

２～３ 略 

第22条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ竣

功認可ヲ申請スヘシ 

２ 都道府県知事前項ノ竣功認可ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ告示シ且地元市町村長ニ第11

条又ハ第13条ノ２第２項ノ規定ニ依リ告示シタル事項及免許条件ヲ記載シタル書面並関係図書ノ

写ヲ送付スベシ 

３ 市町村長ハ前項ノ告示ノ日ヨリ起算シ十年ヲ経過スル日迄同項ノ図書ヲ其ノ市町村ノ事務所ニ

備置キ関係人ノ請求アリタルトキハ之ヲ閲覧セシムベシ 

第23条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ前条第２項ノ告示ノ日前ニ於テ埋立地ヲ使用スルコトヲ得但シ

埋立地ニ埋立ニ関スル工事用ニ非サル工作物ヲ設置セムトスルトキハ政令ヲ以テ指定スル場合ヲ 

除クノ外都道府県知事ノ許可ヲ受クヘシ 

２ 略 

 

  第４号から第８号に規定する開発行為は、それぞれ都市計画法、土地区画整理法、都市再開発

法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法及び密集市街地におけ

る防災街区の整備の促進に関する法律において都市計画上十分な監督のもとに行われるので、適
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用除外とされたものです。土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業については、

地方公共団体の施行するものは、第４号の都市計画事業として施行されることとなっているので、

第５号から第７号までの規定によって適用除外となるものは、個人施行及び会社施行等のもので

す。また、防災街区整備事業については個人施行以外のものは全て都市計画事業として施行され

ることとなっており、第８号によって適用除外となるものは個人施行のもののみです。なお、市

街化調整区域で施行される個人施行及び組合施行の土地区画整理事業については、事業の施行に

ついて開発行為の許可基準に準じて規制を受けることとなっています。 

第５号、第６号、第７号及び第８号の規定によって適用除外となるのは、土地区画整理事業等

そのものの内容として行う開発行為ですので、土地区画整理事業等の施行区域であっても、事業

の完了後に、土地の所有者等が土地区画整理事業等の施行としてではなく、別個に開発行為を行

う場合には、開発許可が必要になります。また、土地区画整理事業等の計画的な開発が行われた

区域における二次的な開発については、切土、盛土等の造成工事を伴わず、かつ既存の建築物の

除却や、へい、かき、さく等の除却、設置が行われるにとどまるもので、公共施設の整備の必要

性がないと認められるものは、開発行為に該当しないものとして取り扱うことができます。 

第９号に規定する開発行為は、公有水面埋立法第２条第１項の免許を受けた埋立地にあっては、

同法第23条の規定により、同法第22条第２項の告示がされるまでの間、埋立地の使用について都

道府県知事の許可を受けることとされているため、適用除外としたものです。 

 

５ 非常災害時の応急措置として行う開発行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(10) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 

 

  本号は、災害時における応急措置として早急に行う必要のある開発行為で、やむを得ないと認

められるものについては、適用除外としたものです。
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６ 通常の管理行為、軽易な行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略 

(11) 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの 

政令 

（開発行為の許可を要しない通常の管理行為、軽易な行為その他の行為） 

第22条 法第29条第１項第11号の政令で定める開発行為は、次に掲げるものとする。 

(1) 仮設建築物の建築又は土木事業その他の事業に一時的に使用するための第一種特定工作物の

建設の用に供する目的で行う開発行為 

(2) 車庫、物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 (3) 建築物の増築又は特定工作物の増設で当該増築に係る床面積の合計又は当該増設に係る築造 

面積が10平方メートル以内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

(4) 法第29条第１項第２号若しくは第３号に規定する建築物以外の建築物の改築で用途の変更を

伴わないもの又は特定工作物の改築の用に供する目的で行う開発行為 

 (5) 前号に掲げるもののほか、建築物の改築で当該改築に係る床面積の合計が10平方メートル以

内であるものの用に供する目的で行う開発行為 

 (6) 主として当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者の日常生活のため必要な

物品の販売、加工、修理等の業務を営む店舗、事業場その他これらの業務の用に供する建築物

で、その延べ面積（同一敷地内に２以上の建築物を新築する場合においては、その延べ面積の

合計。以下この条及び第35条において同じ。）が50平方メートル以内のもの（これらの業務の

用に供する部分の延べ面積が全体の延べ面積の50パーセント以上のものに限る。）の新築の用

に供する目的で当該開発区域の周辺の市街化調整区域内に居住している者が自ら当該業務を営

むために行う開発行為で、その規模が100平方メートル以内であるもの 

運用指針 

Ⅰ－２－４ 第１項第11号（令第22号第６号）関係 

本号の開発行為は、法第34条第１号に該当する開発行為のうち、更に開発行為の主体、立地、

業種及び規模を限定したものであり、次のとおり運用を行うことが望ましい。 

(1) 立地については、既存集落の区域又は社会通念上これに隣接すると認められる区域に限られ

る。 

(2) 業種については、「日常生活に必要な物品の販売、加工、修理等」の業務に限られるので、

理容業、美容業等の「物品」に係らないサービス業等は、本号には該当しない。 

建築基準法（昭和25年法律第201号） 

（仮設建築物に対する制限の緩和） 

第85条 非常災害があつた場合において、その発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁

が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕又は次の各号のいずれ

かに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から１月以内にその工事に着手する

ものについては、建築基準法令の規定は、適用しない。ただし、防火地域内に建築する場合につ
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いては、この限りでない。 

 (1) 国、地方公共団体又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの 

 (2) 被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30平方メートル以内のもの 

２ 災害があつた場合において建築する停車場、郵便局、官公署その他これらに類する公益上必要

な用途に供する応急仮設建築物又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置

場その他これらに類する仮設建築物については、第６条から第７条の６まで、第12条第１項から

第４項まで、第15条、第18条（第25項を除く。）、第19条、第21条から第23条まで、第26条、第31

条、第33条、第34条第２項、第35条、第36条(第19条、第21条、第26条、第31条、第33条、第34

条第２項及び第35条に関する部分に限る。)、第37条、第39条及び第40条の規定並びに第３章の

規定は、適用しない。ただし、防火地域又は準防火地域内にある延べ面積が50平方メートルを超

えるものについては、第63条の規定の適用があるものとする。 

３ 前２項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後３月をこえて当該建築物

を存続しようとする場合においては、特定行政庁の許可を受けなければならない。 

ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する

処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続することができ

る。 

４ 特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上及び衛生上支障がな

いと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。 

５ 特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗その他これらに類する仮設建築物につい

て安全上、防火上及び衛生上支障がないと認める場合においては、１年以内の期間（建築物の工

事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に替えて必要となる仮設店舗その他の仮設建

築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間）を定めてその建築を許可す

ることができる。この場合においては、第12条第１項から第４項まで、第21条から第27条まで、

第31条、第34条第２項、第35条の２及び第35条の３の規定並びに第３章の規定は適用しない。 

  

 

  本号によって適用除外となる開発行為は、無秩序な市街化の防止という見地から著しい弊害を

生じるおそれがないと認めるもので、政令で定めるものが該当します。 

 (1) 令第22条第１号 

   本号に規定する「仮設建築物」とは、客観的に見て長時間にわたって存することなく、一時

的、臨時的に使用することを目的として建築する建築物又は季節的なものでその期間に限って

使用することを目的として建築する建築物をいいます。建築後一定期間を経た後除却して、ま

た建築する場合等は継続して使用される建築物に該当しますので、その使用目的、規模及び構

造のいかんにかかわらず「仮設建築物」には該当しません。 

建築基準法第85条第１項から第４項までに規定する「仮設建築物」はこれに該当しますが、

同条第５項のそれは必ずしも該当しないので、個別に判断します。 

   なお、主たる目的が「仮設建築物」として取り扱い得る開発行為により継続的に使用が可能

である管理棟が一体的に建築される場合など、管理棟が規模等から判断して附属施設として取

り扱える範囲（建築基準法施行令第２条第１項第４号に規定する延べ面積（以下「延べ面積」
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という。）30ｍ2以下を基準とします。）のものであれば、「仮設建築物」として考えることがで

きます。 

 (2) 令第22条第２号 

   本号に規定する車庫、物置等の主たる建築物に附属して建築される建築物は、それ自体が独

立の機能を果たすものでなく、その機能は主たる建築物の機能の中に含まれると判断できるも

のであるという点から適用除外としたものです。ここでいう「附属建築物」とは、主たる建築

物の補助的意味を持つ用途上不可分な建築物をいい、主たる建築物の規模とのバランスで合理

的な範囲でなければなりません。 

本市においては、物置については30㎡以下程度のもの、車庫については45㎡以下程度のもの

が該当することとしています。 

 (3) 令第22条第３号 

   本号に規定する開発行為は、建築基準法による建築主事の確認の手続きを必要としない小規

模の行為であることから、適用除外とされています。 

 (4) 令第22条第４号 

   本号は、改築とは、従前の建築物又は特定工作物の敷地とほぼ同一の敷地において従前の建

築物又は特定工作物とほぼ同一の規模、構造及び用途を有する建築物又は特定工作物の建築又

は建設をするものですので、用途の変更を伴わない改築は、従前の利用形態が変わるものでな

いことから、適用除外とされたものです。 

   なお、法第29条第１項第２号又は第３号に規定する建築物の改築で、用途の変更を伴わない

ものの用に供する目的で行う開発行為については、法第29条第１項第２号又は第３号の規定そ

れ自体により適用除外とされています。 

 (5) 令第22条第６号 

   本号に規定する店舗、事業所等は、「物品」に係る業種に限定されますので、理容業、美容

業等のサービス業は該当しません。また、立地については、既存集落の区域（旧法第34条第10

号イの開発行為に係る区域を除く。）又は社会通念上これに隣接すると認められる区域におい

て営まれるものに限定され、かつ、現に当該区域周辺の市街化調整区域に居住している者が自

ら営むものが該当します。 

 (6) その他駐車場、資材置場等の土地の区域内に建築する管理事務所等 

   駐車場、資材置場等の土地の区域内に建築する管理事務所等は、その用途、規模及び機能等

から判断して令第22条第２号に定める附属建築物に該当すると認められるものを除き、法第４

条第12号の規定する開発行為に該当するものとして取り扱います。 

   なお、店舗又は店舗と事務所を兼ねる建築物及び営業所等を除く監視のための建築物等のよ

うな単に管理行為のみを目的とする建築物については、法第43条第１項の規定による建築行為

の許可を要するものとし、この場合において当該建築物の用途、規模等が適切なものについて

は、令第36条第１項第３号ホの規定に該当するものとして取り扱います。 
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  第３節 都市計画区域及び準都市計画区域外の開発行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略（p.55参照） 

２ 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、それにより一定の市街地を形成すると

見込まれる規模として政令で定める規模以上の開発行為をしようとする者は、あらかじめ、国土

交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲

げる開発行為については、この限りでない。 

(1) 農業、林業若しくは漁業の用に供する政令で定める建築物又はこれらの業務を営む者の居住

の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為 

 (2) 前項第３号、第４号及び第９号から第11号までに掲げる開発行為 

３ 略（p.112参照） 

政令 

 （法第29条第２項の政令で定める規模） 

第22条の２ 法第29条第２項の政令で定める規模は、１ヘクタールとする。 

運用指針 

Ⅰ－２－５都市計画区域外における開発許可の在り方 

  準都市計画区域や都市計画区域及び準都市計画区域外の区域における開発行為（都市計画

区域及び準都市計画区域外の区域にあっては１ha以上の開発）は、都市的な土地利用と位置

づけられることから開発許可が適用されることとされた。これらの区域における技術基準は、

都市計画区域に準じて審査することが望ましいと考えるが、開発区域周辺の公共施設の整備状況

や自然環境の状況などを勘案して独自の技術基準を定める場合には、これらの区域においてはま

ちづくりの構想がないことも想定されることを踏まえ、その必要性を十分に考えた上で申請者へ

必要以上の負担を求めないよう注意することが望ましい。 

  なお、都市計画区域及び準都市計画区域外の区域においては、自然公園法等により指定される

区域も存在することから、これらの法律等の趣旨を妨げないよう関係部局と十分連携をとって適

切な運用を行うことが望ましい。 

 

１ 法第29条第２項の趣旨 

  都市計画区域及び準都市計画区域外の区域において、開発区域の面積が１ha以上の開発行為は、

一定の市街地を形成すると見込まれるため、都市的な土地利用と位置づけられることができると

の考え方から、開発許可制度を適用させる必要があります。 

 

２ 許可不要の開発行為 

 (1) 農林水産業用施設のための開発行為 

   本項第１号に規定する開発行為は、本項の許可を受ける必要はありません。 

   本号に該当する開発行為は、前節２市街化調整区域等における農林水産業用施設のための開

発行為（法第29条第１項第２号）に掲げるものです。 
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 (2) その他の開発行為 

   本項第２号の規定する開発行為は、本項の許可を受ける必要はありません。 

   各号のそれぞれに該当する開発行為は、次に掲げるものです。 

  ア 前節３公益上必要な建築物のための開発行為（法第29条第１項第３号） 

   イ 前節４他法令等による開発行為（法第29条第１項第４号及び第９号） 

  ウ 前節５非常災害時の応急措置として行う開発行為（法第29条第１項第10号） 

  エ 前節６通常の管理行為、軽易な行為（法第29条第１項第11号） 
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  第４節 ２以上の区域にわたる開発行為 

 

法律 

 （開発行為の許可） 

第29条 略（p.55参照） 

２ 略（p.110参照） 

３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域又は都

市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合における第１項第１号

及び前項の規定の適用については、政令で定める。 

政令 

 （開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発行為の許可の規模要件の適用） 

第22条の３ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区

域又は都市計画区域及び準都市計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合においては、

法第29条第１項第１号の規定は、次に掲げる要件のいずれにも該当する開発行為について適用す

る。 

 (1) 当該開発区域の面積の合計が、１ヘクタール未満であること。 

 (2) 市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域のうち２以上の

区域における開発区域の面積の合計が、当該開発区域に係るそれぞれの区域について第19条の

規定により開発行為の許可を要しないこととされる規模のうち最も大きい規模未満であるこ

と。 

 (3) 市街化区域における開発区域の面積が、1,000平方メートル（第19条第２項の規定が適用さ

れる場合にあつては、500平方メートル）未満であること。ただし、同条第１項ただし書の規

定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模未満であるこ

と。 

 (4) 区域区分が定められていない都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル

（第19条第１項ただし書の規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつ

ては、その規模）未満であること。 

 (5) 準都市計画区域における開発区域の面積が、3,000平方メートル（第19条第１項ただし書の

規定により都道府県の条例で別に規模が定められている場合にあつては、その規模）未満であ

ること。 

２ 開発区域が、市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域又は準都市計画区域と都

市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合においては、法第29条第２項の規定は、

当該開発区域の面積の合計が１ヘクタール以上である開発行為について適用する。 

 運用指針 

Ⅰ－２－６ 開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発許可の適用 

  開発区域が市街化区域、区域区分が定められていない都市計画区域（以下「非線引き都市計画

区域」という。）又は準都市計画区域のうち２以上の区域にわたる場合で、開発区域全体の面積

が当該開発区域がわたる区域に係る規制対象規模のうち最も大きい規模以上であれば開発区域全

体が許可を要する（令第22条の３第１項第２号）。また、これらの区域にわたる部分の開発区域
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の面積がその区域の規制対象規模以上であるならば、開発区域全体が許可を要する（令第22条の

３第１項第３号から第５号）。 

  開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と都市計画区域及び準都市

計画区域外とにわたる場合で、開発区域全体の面積が１ha以上であれば開発区域全体が許可を要

する（令第22条の３第１項第１号及び第２項）。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域に

わたる部分については法第29条第１項許可を、都市計画区域又は準都市計画区域外にわたる部分

については法第29条第２項許可をそれぞれ行うこととなる。 

  なお、開発区域が市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域と市街化調整区域と

にわたる場合については、その開発行為の規模にかかわらず、開発区域全体が許可を要する。ま

た、開発区域が市街化調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外の区域とにわたる場合につ

いては、市街化調整区域にかかる部分についてはその規模にかかわらず許可の対象となるが、都

市計画区域及び準都市計画区域外にかかわる部分については、開発区域全体が１ha以上である場

合に許可の対象となる。 

  開発区域が２以上の区域にわたる場合で、開発許可権者が異なるときは、それぞれの区域の開

発許可権者が開発区域全体を勘案して審査を行うこととなるので、許可申請はそれぞれの開発許

可権者に行うことが望ましい。この場合において、それぞれの開発許可権者は十分に連携をとっ

て審査を行うとともに、許可あるいは不許可を行う場合には同時に行うことが望ましい。 

 

１ 法第29条第３項の趣旨 

  本来は、開発行為がどのような区域で行われるとしても開発許可制度を適用させる必要があり

ます。この場合、都市計画区域又は準都市計画区域にわたる開発区域の部分については、法第29

条第１項の許可を、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる開発区域の部分については、法

第29条第２項の許可をそれぞれ行うこととなります。 

  しかし、開発区域はあくまでも１つであり、技術基準の適用については、開発区域全体を１つ

の区域として取り扱います。 

 (1) 市街化調整区域にわたる開発行為 

   市街化調整区域にわたる開発行為については、その開発行為の規模にかかわらず、市街化区

域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域にわたる部分も含め、許可を要します。 

  

(2) 市街化区域、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域にわたる開発行為 

   この場合は、これらの区域にわたる開発区域の部分が、それぞれの区域で規制対象規模以上

（市街化区域：1,000㎡以上、非線引き都市計画区域又は準都市計画区域：3,000㎡以上）であ

るならば、他の区域にわたる開発区域の部分の面積にかかわらず開発区域全体を許可の対象と

します。 

   また、これらの区域にわたる開発区域の部分が、いずれの区域でも規制対象規模未満である

場合であっても、開発区域全体の面積が、当該開発区域にわたる区域の規制対象のうち最も大

きい規模以上であれば開発区域全体を許可の対象とします。 
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 (3) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域にわたる開発行為 

   当該開発区域内のうち都市計画区域及準都市計画区域外の区域を除く土地の区域が、上記

(1)又は(2)に該当する場合は、それぞれの区域に限って許可の対象となります。 

   また、開発区域の面積が１ha以上の開発行為は、都市的な土地利用と位置づけることができ

るとの考えから、都市計画区域及準都市計画区域外の区域の面積が１ha以上の場合ばかりでは

なく、都市計画区域、準都市計画区域等それぞれの区域では規制対象規模未満の開発行為であ

っても、開発区域全体の面積が１ha以上であれば開発区域全体を許可の対象とします。 

なお、いろいろなケースが考えられますがつぎのようになります。 
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開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発許可及び開発区域 

区
域
数
別 

組
合
せ 

ケ
ー
ス 

Ａ 

市街化 

区域 

Ｂ  

市街化 

調整区域 

Ｃ 

非線引き 

都市計画区域 

Ｄ 

準都市計画

区域 

Ｅ 

左記区域以

外の区域 

許可 

開発区域 第
１
項 

第
２
項 

二
区
域
の
場
合 

(1) ① 500㎡ １㎡    要 不 A+B 

(2) 

① 500㎡  2,000㎡   不 不  

② 500㎡  2,500㎡   要 要 A+C 

③ 1,000㎡  1,500㎡   要 不 A+C 

(3) 

① 500㎡   2,000㎡  不 不  

② 500㎡   2,500㎡  要 要 A+D 

③ 1,000㎡   1,500㎡  要 不 A+D 

(4) 

① 500㎡    9,000㎡ 不 不  

② 500㎡    9,500㎡ 要 要 A+E 

③ 1,000㎡    8,500㎡ 要 不 A+E 

(5) ①  １㎡ 2,000㎡   要 不 B+C 

(6) ①  １㎡  2,000㎡  要 不 B+D 

 (7) 
①  １㎡   9,000㎡ 要 不 B+E 

②  １㎡   9,999㎡ 要 要 B+E 

 (8) 
①   2,000㎡ 500㎡  不 不  

②   2,000㎡ 1,000㎡  要 不 C+D 

二
区
域
の
場
合 

(9) 

①   2,000㎡  7,000㎡ 不 不  

②   2,000㎡  8,000㎡ 要 要 C+E 

③   3,000㎡  6,000㎡ 要 不 C+E 

(10) 

①    2,000㎡ 7,000㎡ 不 不  

②    2,000㎡ 8,000㎡ 要 要 D+E 

③    3,000㎡ 6,000㎡ 要 不 D+E 

三
区
域
の
場
合 

(1) ① 500㎡ １㎡ 2,000㎡   要 不 A+B+C 

(2) ① 500㎡ １㎡  2,000㎡  要 不 A+B+D 

(3) 
① 500㎡ １㎡   9,000㎡ 要 不 A+B+E 

② 500㎡ １㎡   9,499㎡ 要 要 A+B+E 

(4) 

① 500㎡  200㎡ 200㎡  不 不  

② 500㎡  1,000㎡ 1,500㎡  要 不 A+C+D 

③ 1,000㎡  1,000㎡ 500㎡  要 不 A+C+D 

(5) 

① 500㎡  1,000㎡  8,000㎡ 不 不  

② 500㎡  1,000㎡  8,500㎡ 要 要 A+C+E 

③ 500㎡  2,500㎡  6,000㎡ 要 不 A+C+E 

④ 500㎡  2,500㎡  7,000㎡ 要 要 A+C+E 

⑤ 1,000㎡  1,000㎡  7,000㎡ 要 不 A+C+E 

三
区
域
の
場
合 

(6) 

① 500㎡   1,000㎡ 8,000㎡ 不 不  

② 500㎡   1,000㎡ 8,500㎡ 要 要 A+D+E 

③ 500㎡   2,500㎡ 6,500㎡ 要 不 A+D+E 

④ 1,000㎡   500㎡ 8,000㎡ 要 不 A+D+E 

(7) ①  １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡  要 不 B+C+D 

(8) 
①  １㎡ 1,000㎡  8,500㎡ 要 不 B+C+E 

②  １㎡ 1,000㎡  8,999㎡ 要 要 B+C+E 

(9) ①  １㎡  1,000㎡ 8,500㎡ 要 不 B+D+E 
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(10) 

①   1,000㎡ 1,000㎡ 7,000㎡ 不 不  

②   1,000㎡ 1,000㎡ 8,000㎡ 要 要 C+D+E 

③   1,000㎡ 2,000㎡ 6,500㎡ 要 不 C+D+E 

四
区
域
の
場
合 

(1) ① 500㎡ １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡  要 不 A+B+C+D 

(2) 
① 500㎡ １㎡ 1,000㎡  8,000㎡ 要 不 A+B+C+E 

② 500㎡ １㎡ 1,000㎡  8,499㎡ 要 要 A+B+C+E 

(3) ① 500㎡ １㎡  1,000㎡ 8,000㎡ 要 不 A+B+D+E 

(4) 

① 500㎡  1,000㎡ 1,000㎡ 7,000㎡ 不 不  

② 500㎡  1,000㎡ 1,000㎡ 7,500㎡ 要 要 A+C+D+E 

③ 500㎡  1,000㎡ 1,500㎡ 6,500㎡ 要 不 A+C+D+E 

④ 1,000㎡  1,000㎡ 500㎡ 7,000㎡ 要 不 A+C+D+E 

(5) 
①  １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡ 7,000㎡ 要 不 B+C+D+E 

②  １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡ 7,999㎡ 要 要 B+C+D+E 

全  

① 500㎡ １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡ 7,000㎡ 要 不 
A+B+C+D

+E 

② 500㎡ １㎡ 1,000㎡ 1,000㎡ 7,499㎡ 要 要 
A+B+C+D

+E 

要は、開発許可が必要です。不は、開発許可が不要です。 
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参考：開発区域が２以上の区域にわたる場合の開発許可 

  開発区域が、市街化区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域又は都市計画区域及び準都市

計画区域外の区域のうち２以上の区域にわたる場合の取り扱いは次のようになります。 

 (1) 市街化区域と非線引都市計画区域（準都市計画区域）にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア ○Ａ＋○Ｂ＜3,000㎡かつ○Ｂ＜1,000㎡であれば法第29条第１項の許可は不要。 

  イ ○Ａ＋○Ｂ≧3,000㎡または○Ｂ≧1,000㎡であれば法第29条第１項の許可を要する。 

 

 (2) 市街化区域と都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア ○Ａ＋○Ｂ＜１haかつ○Ｂ＜1,000㎡であれば法第29条第１項及び第２項の許可は不要。 

  イ ○Ａ＋○Ｂ≧１haであれば法第29条第１項及び第２項の許可を要する。 

  ウ ○Ａ ＋○Ｂ ＜１haかつ○Ｂ ≧1,000㎡であれば法第29条第１項の許可を要する。（法第29条第

２項の許可は不要。） 

 

 (3) 非線引都市計画区域と準都市計画区域にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア ○Ａ＋○Ｂ＜3,000㎡であれば法第29条第１項の許可は不要 

非線引都市計画区域 

準都市計画区域 
○Ｂ  

○Ａ  

都市計画区域及び準都市計画区域外 

市街化区域 

○Ａ  

○Ｂ  

準（非線引）都市計画区域 

市街化区域 

○Ａ  

○Ｂ  
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 (4) 非線引（準）都市計画区域と都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア ○Ａ＋○Ｂ＜１haかつ○Ｂ＜3,000㎡であれば法第29条第１項及び第２項の許可は不要。 

  イ ○Ａ＋○Ｂ≧１haであれば法第29条第１項及び第２項の許可を要する。 

  ウ ○Ａ ＋○Ｂ ＜１haかつ○Ｂ ≧3,000㎡であれば法第29条第１項の許可を要する。（法第29条第

２項の許可は不要。） 

 

 (5) 市街化区域、非線引（準）都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ア ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ＜１haかつ○Ａ ＋○Ｂ ＜3,000㎡かつ○Ｂ ＜1,000㎡であれば法第29条第１項及び

第２項の許可は不要。 

 イ ○Ａ＋○Ｂ＋○ｃ≧１haであれば法第29条第１項及び第２項の許可を要する。 

 ウ ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ＜１haかつ○Ａ ＋○Ｂ ≧3,000㎡または○Ｂ ≧1,000㎡であれば法第29条第１項の

許可を要する。（法第29条第２項の許可は不要。） 

 

 (6) 市街化区域、非線引都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域及び準都市計画区域外に

わたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

非線引（準）都市計画区域 

市街化区域 
○Ｂ  

○Ａ  

○ｃ  
都市計画区域及び 

準都市計画区域外 

都市計画区域及び準都市計画区域外 

非線引（準）都市計画区域 

○Ａ  

○Ｂ  

都市計画区域及び 

準都市計画区域外 
○Ｂ  ○Ｄ  

○Ａ  ○ｃ  
非線引都市計画区域 

市街化区域 

準都市計画区域 
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  ア ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ＋○Ｄ ＜１haかつ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ＜3,000㎡かつ○Ｂ ＜1,000㎡であれば法第29

条第１項及び第２項の許可は不要。 

  イ ○Ａ＋○Ｂ＋○ｃ＋○Ｄ≧１haであれば法第29条第１項及び第２項の許可を要する。 

 ウ ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ＋○Ｄ ＜１haかつ○Ａ ＋○Ｂ ＋○ｃ ≧3,000㎡または○Ｂ ≧1,000㎡であれば法第

29条第１項の許可を要する。（法第29条第２項の許可は不要。） 

 

 (7) 市街化区域、非線引（準）都市計画区域及び市街化調整区域にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 規模にかかわらず、法第29条第１項の許可を要する。 

 

 (8) 市街化調整区域と都市計画区域及び準都市計画区域外にわたる場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 規模にかかわらず、法第29条第１項の許可を要する。 

イ ○Ａ＋○Ｂ≧１haであれば法第29条第１項及び第２項の許可を要する。 

 

２ 開発許可権者が異なる場合 

  開発区域が、開発許可権者が異なる２以上の区域にわたる場合は、それぞれの区域の開発許可

権者が開発区域全体を勘案して審査することになります。このため、それぞれの開発許可権者は

十分に連携をとって審査を行うとともに、許可あるいは不許可の処分を行う場合には同時に行う

必要があります。 

 

 

 

都市計画区域及び準都市計画区域外 

市街化調整区域 

○Ａ  

○Ｂ  

非線引（準）都市計画区域 

市街化区域 
○Ｂ  

○Ａ  

○ｃ  市街化調整区域 


